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成蹊大学教職課程における教員養成の方針

１．学園創立者中村春二の教育者としての精神の理解と実践力

「個性を尊重し品性の陶冶による豊かな人間性を形成する。」

互いに個性を尊重し人との関係をつくり魅力的な個性と豊かな人間性を身につけ、ま

たそのような生徒を育てることができる。

２．教科に関する専門的学識と教科指導力

所属学科の専門領域と関連させて免許教科の目的・内容を理解し、生徒の主体的学び

を促進する教科指導を行うことができる。

３．生徒の教育課題と成長を促す支援の理解

生徒を共感的に理解し、一人一人の生徒の発達や個性に応じた教育的支援について理

解している。

４．教育の現代的課題と教職についての理解

教育の理念・歴史・思想、学校の社会的役割、教職の意義などについて理解・考察し、

教員として教育における現代的課題に取り組むことができる。



各学科における教員養成の方針

【経済学部】

＜経済数理学科＞

経済数理学科では、数理モデルの分析や統計データの解析を通して社会経済の現象

解明と問題解決に貢献できる人材の育成を目的としている。その教育課程を生かし、

経済学とデータ処理の専門性をもち、日本や世界の課題を正しく理解し持続可能な社

会の実現へ向けて生徒を導く指導力を身につけた教員を養成することを目標としてい

る。

＜現代経済学科＞

現代経済学科では、実践的なフィールドワークや多角的なデータの集積に基づいた

分析を通して社会経済の現象解明と問題解決に貢献できる人材の育成を目的としてい

る。その教育課程を生かし、経済学と学際的なサステナビリティ研究の専門性をも

ち、日本や世界の課題を正しく理解し持続可能な社会の実現へ向けて生徒を導く指導

力を身につけた教員を養成することを目標としている。

【理工学部】

＜理工学科＞

理工学科では、情報技術を中心とした基礎教育、各専攻分野（データ数理、コンピ

ュータ科学、機械システム、電気電子、応用化学）に立脚した専門教育、専門の垣根

を越えた融合教育、の３つの教育の柱により、急速な技術革新、自然との共生、持続

発展型社会の実現等の現代社会が抱える複雑な課題に果敢に取り組める人材の育成を

目的としている。その教育課程を活かし、複雑な現実社会において多様な人々と協働

して課題の発見・解決に取り組み、生涯学び続けることで科学技術の中核を担う生徒

を育てる教員養成を目標としている。

【文学部】

＜英語英米文学科＞

英語英米文学科では、英語を学ぶことにより、異文化間コミュニケーションの基礎

となる英語能力を身につけ、英語圏の文学作品を通じて文化や歴史背景を幅広く理解

した上で、自らの文化的背景に立脚した価値観に立って判断し行動する真の国際感覚

を兼ね備えた人材の育成を目的としている。その教育課程を活かし、英語圏の文学・

文化、英語学、英語教育の分野の専門性を持ち、批判的・論理的思考力、課題研究・

問題解決力、コミュニケーション能力、プリゼンテーション能力など多角的な分析能

力を身につけた教員を養成することを目標としている。

＜日本文学科＞

日本文学科では、高度で柔軟な日本語運用力、日本人および日本文化についての幅

広く体系的な教養や深い理解を有し、多様化・国際化の時代の中で自立的に行動でき

る基礎的な判断力や豊かな表現力を備えた人材の育成を目的としている。その教育課

程を生かし、日本語および日本文学についての専門的な理解・分析力をもち、日本語

表現の勘所を生徒にわかりやすく伝え、また考えさせる能力を身につけた教員を養成

することを目標としている。



＜国際文化学科＞

国際文化学科では、幅広い知見に基づく情報収集・分析能力と広義のコミュニケー

ション能力を身につけ、文化間の媒介者となりうる人材の育成を目的としている。そ

の教育課程を生かし、日本を含む世界における歴史的事象についての認識と解釈、現

代世界の動きの理解と諸課題への対処、および異文化理解の実践についての専門性を

もち、自律的な地球市民を育成する能力を身につけた教員を養成することを目標とし

ている。

＜現代社会学科＞

現代社会学科では、現代社会のさまざまな問題を多角的に検証し、社会の全体像を

把握した上で問題解決のための方策を立案できる人材の育成をめざしている。その教

育課程を活かし、現代社会とその課題について背景を含めて理解・分析し、問題解決

を生徒に考えさせる視点をもった教員を養成することを目標としている。

【法学部】

＜法律学科＞

法律学科では、法的思考能力を習得し、社会の抱える諸問題を法的な視点から多角

的に検討する思考力、状況に的確に対応する判断力と行動力を兼ね備えた人材の育成

を目的としている。その教育課程を生かし、社会とその課題について、法的な視点を

含む多角的な理解・分析についての専門性をもち、社会の理解と問題解決への視点を

生徒に考えさせる能力を身につけた教員を養成することを目標としている。

＜政治学科＞

政治学科では、地方自治から国際政治に至るまで多様な問題に関する学修を通じ

て、世界を見通す確かな分析力と未来を構想する豊かな想像力とを身につけた国際感

覚豊かな人材の育成を目的としている。その教育課程を生かし、さまざまな対立・紛

争において個人の権利と社会・組織の円滑な活動との双方を保障しようとする営為で

ある政治についての専門性をもち、政治及び人間について思想的・歴史的・実証的な

深い考察力を身につけた教員を養成することを目標としている。

【経営学部】

＜総合経営学科＞

総合経営学科では、経営学の学問的な知識と実践的な即戦力を持ち、それらの知識

と関連した高い情報処理能力と国際的視野を備えることで、企業をはじめとした組織

の主力な人材として、あるいは独立した事業家として活躍し、世の中に広く貢献でき

る真に役立つ職業人を養成するという人材の育成を目的としている。その教育課程を

活かし、経営学の基礎的な概念と理論及び経営学の各専門分野についての専門性をも

ち、社会的な見方・考え方を働かせ、グローバル化する国際社会に主体的に生きる生

徒の資質を養い、現代の我が国及び国際社会に生徒が主体的に関わっていけるような

教育を実践できる能力を身につけた教員を養成することを目標としている。
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教職課程について  

1. 教職課程を学ぶに当たって 

学校教育法で定められている学校のうち、大学と高等専門学校を除いた、幼稚園・小学校・中学

校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の教員になるには、国立・公立・私立

の別なく、学校の種類と担当する教科別等の「教育職員免許状」（以下このガイドでは「免許状」と

いいます。）を持っている必要があります。そのために、その免許状に関する基準を定めると同時に

教員の資質の保持と向上とを図ることを目的として「教育職員免許法」（以下このガイドでは「免許

法」といいます。）が制定されています。 

わが国の教員養成は、教員養成系大学および一般大学（短期大学を含む）並びに文部科学大臣の

指定する教員養成機関で行われています。このうち一般大学での教員養成は、教職課程を大学教育

の一領域として位置づけた「開放制教員養成制度」と呼ばれています。中学校・高等学校の教員の

多くはこの「開放制教員養成制度」によって教員となった一般大学の出身者です。本学でもこの「開

放制教員養成制度」に基づいて教職課程を設けており、「成蹊大学教職課程規則」によってこれを実

施しています。 

教職課程の履修は、学校教育と教職のあり方について深く考え、学び、教師としての専門的力量

の基礎を身につけることを目的としています。また、免許状の取得は、教職に就かなくても、広い

意味での教育活動に携わる場合には有意義なものとして評価されることになります。とはいえ、た

だ資格をとっておけば何かの役に立つかも知れないなど安易な気持ちで履修すると、負担が増え、

卒業に必要な単位の修得を阻害することにもなりかねませんし、教職志望の学生の支障となること

もあります。また、教育実習で生徒の学習権を侵害する恐れもあります。 

教職課程では、学部での卒業に必要な修得単位数とは別に、「教育の基礎的理解に関する科目」、

「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関

する科目」などの科目の履修と単位の修得が必要です。不断の努力と熱意をもって履修するように

望みます。 

2. 教員になるためには 

免許状を取得するだけでは教壇に立つことはできません。 

公立学校 

各都道府県及び政令指定都市の教育委員会が実施する「教員採用試験」を受験します。自治体に

よって試験項目が異なることがある他、同一日程に試験が開催されることから併願ができない自治

体もあります。受験を考えている自治体の情報を早い段階から収集するよう心掛けてください。 

なお、３年次生で、教員採用試験の第１次試験の一部科目が受験できる自治体もあります。 

 

私立学校 

学校による選考に合格する必要があります。また、各都道府県の私立中学高等学校協会では、私

学就職希望者への対応のひとつとして、「履歴書預託制度」などがあります。各学校は、その制度を

利用して声をかけてくる場合があります。 
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一般的に、私立学校の採用については、学校や所在地の自治体により方法が異なる場合が多いの

で、私立学校での勤務を希望する方は、各学校、都道府県の私立中学高等学校協会のホームページ、

私学教員採用に関する情報サイトなどを活用しながら、情報収集に努めてください。 

 

教員採用試験受験の条件として中学校・高等学校の両方の免許状を持っていることを定め

ている自治体や私立学校が多くあります。 

このことから、中学・高等学校の両方の免許状を取得することを奨励しています。 

3. 中学校・高等学校以外の校種の免許状の取得 

本学では、学部では後掲の『教育職員免許状とは』、大学院では後掲の『大学院の教職課程履修ガ

イド』の『履修について』に記載されているように、中学校および高等学校の免許状しか取得でき

ません。しかし、本学で取得できない「小学校」「幼稚園」などの免許状の取得を希望する人は、在

学生や卒業生でもいらっしゃいます。現状では、小学校の免許状の取得希望が非常に多くなってい

ます。 

本学の学生（卒業生を含む。）が、本学では取得できない校種の免許状を取得したい場合には、以

下のような方法が考えられます。希望する方は、教職課程センターまで申し出てください。 

・卒業後に、小学校の免許状を取得できる大学の「通信教育課程」に、免許状取得目的で入学し、

学修する。 

・毎年（５月頃、変更の可能性あり）実施される「小学校教員資格認定試験」を受験し、合格す

る。 

・小学校を希望する場合、まずは各自治体の「教員採用試験」受験時に、「小・中学校共通」の枠

で受験し、中学校で就職して、勤務しながら小学校の免許取得に必要な講習を受講する。 

 

なお、本学では、後掲の『その他』の『「佛教大学通信教育課程」での学修による小学校 2 種免

許状取得課程併修プログラム』を実施しており、この場合には本学で中学校または高等学校の免許

状取得にあわせて、卒業時に小学校の免許状が取得できます。 

4. 教職大学院の進学 

学校現場では、学校教育の抱える課題が複雑・多様化する中、変化や諸課題に対応できる高度な

専門性、豊かな人間性・社会性を備えた教員が求められています。 

教職大学院は、「高度専門職業人」としての教員養成に特化した専門職大学院で、学部を卒業後す

ぐに入学する方もいれば、すでに学校に勤務されているが、研修等の一環で通学する方など、様々

な立場の方が学修されています。大学院の授業を受講するほか、学校等での実習も義務付けられて

おり、理論と実践の融合を図る教育が行われています。 

本学には教職大学院はありませんが、本学を卒業する教員就職希望者が、卒業後すぐに教職大学

院に進学し、高度な専門性を備えてから就職しようとする人も増えてきています。教職大学院の進

学を希望する場合には、教職課程センターで相談に応じたり、可能であれば本学卒業生で教職大学

院に進学した方からのお話を聞ける機会を設けたりしますので、申し出てください。 
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教育職員免許状とは 

 取得できる免許状の種類と教科

取得できる免許状の種類は、所属学部・学科ごとに定められています。

自身が所属する学部・学科以外の免許状は取得できません。

学部・学科
取得できる免許状の種類

中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状

経済学部
経済数理学科 社 会 公 民

現代経済学科 社 会 地理歴史・公 民

理工学部 理 工 学 科 数 学・理 科
数 学・理 科

情 報・工 業

文 学 部

英語英米文学科 英 語 英 語

日 本 文 学 科 国 語 国 語

国際文化学科

現代社会学科
社 会 地理歴史・公 民

法 学 部
法 律 学 科

政 治 学 科
社 会 地理歴史・公 民

経営学部 総合経営学科 社 会 公 民

※理工学科の各専攻と免許教科ごとの履修については、後掲の『各学部・学科の「教科及び教科

の指導法に関する科目（ 理工学部理工学科）」』を参照してください。 
 
 

 免許状を取得するには

免許状を取得するには、免許法で定められた次の要件（所要資格）を充たす必要があります。 
① 基礎資格として、学士の学位を取得すること。（学部を卒業すること） 
② 教科ごとに規定の単位を修得すること。 

中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状

教育の基礎的理解

に関する科目等※ 単位 単位

教科及び教科の指導法

に関する科目
単位 単位

大学が独自に

設定する科目
４単位 単位

計 単位 単位

※「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」の総称。以下、このガイドでは「教育

の基礎的理解に関する科目等」と表記します。 
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③ 次の規定の単位を修得すること。 

免許法施行規則第 条の６に規定する科目（必修）

日 本 国 憲 法 ２単位

後掲の『教育職員免許法施行

規則第 条の６に規定する科

目』を参照してください。

体 育 ２単位

外国語コミュニケーション ２単位

数理、データ活用及び人工知能に

関する科目又は情報機器の操作
２単位

 
④ 中学校の免許状を取得するには、特別支援学校にて２日間、社会福祉施設にて５日間、計

７日間の「介護等の体験」を終了すること。（高等学校の免許状の取得には不要）
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教職課程履修のスケジュール、教職課程登録 

 ４年間のスケジュールと各学年注意事項

卒業時に免許状を取得するまでの４年間のおおよそのスケジュールは次のとおりです。この他に

も必要な手続きがあります。

各手続きの詳細や日程等についてはポータルサイト（以下このガイドでは「ポータル」といいま

す。）の掲示等でお知らせしますので、必ず確認してください。

【１年次】

時期 分野 内容

４月 全般 □ 新入生教職課程ガイダンス 
通年 履修 □ １年次配当科目履修 

・１年次配当の「教育の基礎的理解に関する科目等」は、教職課程を登録しなくても履修できます。

・教職課程を履修しようと考えている場合は、できるだけ１年次から教職課程科目の履修をはじめ

た方が、比較的無理なく履修できます。

【２年次】

時期 項目 内容

前期 

全般 □ ２年次教職課程ガイダンス 
履修 □ 教職課程登録 

司書教諭 □ 学校図書館司書教諭課程登録 
履修 □ 人数制限をする科目の履修申請 

後期 履修 □ 「各教科の教科教育法」の履修開始 
後期 全般 □ ２年次特別講演会 

月 介護等の体験 □ 感染症予防ガイダンス

・３年次に介護等の体験を行うためには、２年次から事前指導科目の履修や、ガイダンスへの出

席が必要です。

【３年次】

時期 項目 内容

前期 
全般 □ ３年次教職課程ガイダンス 
履修 □ 人数制限をする科目の履修申請 

教育実習 □ 教育実習申請 
４月～ 介護等の体験 □ 事前指導、体験費納入

５月～ 教員採用 □ 教員採用試験（ 年次受験実施自治体）

後期 履修 □ 「教育実習論」授業開始

後期 全般 □ ３年次特別講演会

月 教育実習 □ 感染症予防ガイダンス
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・３年次の履修登録においては、自分の取得しようとする校種・教科の免許状における単位修得

状況、不足状況を確認しながら、免許状取得に向けて必要な科目はなるべく３年次のうちに履

修してください。

・教育実習の事前指導科目として、３年次後期に「教育実習論」を履修します。

【４年次】

時期 項目 内容

前期 
全般 □ ４年次教職課程ガイダンス 
履修 □ 「教育実習」履修申請、教育実習費納入 

免許状申請 □ 免許状申請書 提出 
５月～ 教育実習 □ 教育実習開始

５月～ 採用試験 □ 教員採用試験

６～

月
司書教諭 □

学校図書館司書教諭課程修了申請

（３年次末で５科目 単位を修得した場合）

後期
履修 □ 「教育実習」事後指導

履修 □ 「教職実践演習」授業開始

月 免許状申請 □ 免許状申請手続き 

月 司書教諭 □ 
学校図書館司書教諭課程修了申請

（４年次末で５科目 単位の修得が見込まれる場合） 
学位授与式 免許状申請 □ 免許状交付 

・履修登録においては、自分の取得しようとする校種・教科の免許状における単位修得状況を確認

し、不足のないように履修してください。

・前期の履修登録時点で免許状取得に必要な履修科目が足りない場合、「教育職員免許状取得見込

証明書」が発行できません。前期の履修登録期間に年間の履修計画として前期・後期科目とも履

修登録してください。

【注】

「教育職員免許法施行規則第 条の６に規定する科目」は免許状取得に必要な 単位には

含まれません。例年、これらの科目を含めて単位数を計算していたことにより必要単位数が

不足するという事例が多発しています。常に自身の卒業に必要な修得単位数とあわせて免許

状取得に必要な修得単位数等を確認するよう心掛けてください。 

４年次で教育実習を行うためには、それまでに単位を修得しなければならない科目がありま

す。 
詳細は次章の『各科目の注意事項』の「４．「教育実習（中・高）」または「教育実習（高）」

４年次配当）」を確認してください。 
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 教職課程ガイダンスの出席

在学中に教職課程を履修していくためには、各年次とも、年度のはじめに実施する「教職課程ガ

イダンス」に必ず出席してください。

各年次の教職課程の履修に関する重要な事項を説明しますので、欠席すると、教育実習ができな

い、免許状が取得できないなどの支障をきたす恐れがあります。

教職課程ガイダンスの日時・場所は、前年度の２月上旬頃に「新年度行事日程」として発表しま

すので、各自で確認してください。

 教職課程登録

２年次以上配当の「教育の基礎的理解に関する科目等」の多くは、教職課程履修者のみに履修

が認められる科目です。これらを履修するためには２年次のはじめに教職課程登録が必要です。

登録方法の詳細については２年次教職課程ガイダンスでお知らせしますので、教職課程登録を

希望する場合は必ず参加し、期限内に手続きを行ってください。

◼ 登録方法

教職課程履修費を納入してください。

※教職課程履修費の納入方法・金額については、別途お知らせいたします。

※教職課程履修費の納入は在学中に１回のみです。３年次以降も継続して履修する場合でも、新

たに履修費を納入する必要はありません。 
 
 

 履修カルテ

「履修カルテ」は、学修を確かなものとするための学修ポートフォリオです。 
記録は２年次から行いますが、１年次配当科目の課題レポートや１年次に経験したボランティア

の記録など、関連資料は各自での事前の保存（データ等）が必要です。 
「履修カルテ」は毎年内容を確認しますので、提出が求められた際にすぐに提出できるよう、年

度および学期ごとに記録する必要があります。 
また、４年次後期の「教職実践演習（中・高）」で、これをもとにした大学での教職課程履修の振

り返りをしますので、随時適切に記録してください。 
 
履修カルテの作成方法の詳細については、２年次教職課程ガイダンスや特別講演会で説明します。 
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試験・成績 

1. 学期末試験の取り扱い 

学期末試験の運用、試験時間割等に関しては、次に掲げる学部等の履修要項により運用されます。

なお、学期末試験に関する情報（試験時間割等）は掲示等で確認してください。 

授業科目 学期末試験の運用等を行う学部等 

「教育の基礎的理解に関する科目等」、 
「各教科の指導法に関する科目」（国語、英語、

社会、地理歴史、公民）、 
「大学が独自に設定する科目」 

文学部 

数学科教育法、理科教育法、情報科教育法、 
工業科教育法 

理工学部 

 

2. 履修中止制度 

「教育実習（中・高）」、「教育実習（高）」は、履修中止が認められません。 

そのほか、予備登録が必要な科目の中には履修中止が認められない科目もあります。 

詳細は各学部の履修要項および毎年ホームページに掲載される「開講科目一覧表（担当教員、開

講期、曜日時限、履修中止の可否等）」で確認してください。 

 

3. GPA 制度について 

教職課程科目のうち、卒業に必要な修得単位数に含まれない科目は、GPA の対象となりません。 

 

4. 教職科目の欠席 

「教育の基礎的理解に関する科目等」および「各教科の指導法に関する科目」には、授業を欠席

する、または欠席した場合に、欠席理由を届け出ることが必要な科目があります。 

届け出が必要かどうか、また必要な場合の提出方法等については授業担当の先生の指示に従って

ください。 
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5. 資格取得判定 

資格取得判定結果（見込判定）は履修登録内容確認日以降にポータルで確認できます。 

 見込判定 

履修登録した科目の単位をすべて修得できたと仮定した上での判定です。免許状取得を保証

するものではありません。判定結果を問わず、自身でも履修ガイド等を確認しながら希望する

免許状の単位修得状況を確認してください。 

 確認手順 

ポータルマニュアルを参照し、「履修・成績」タブから「学生カルテ」＞「諸資格課程情報」

を確認してください。表示された内容について質問があれば、教職課程センターへお越しくだ

さい。 

 

注意：「総単位数（66条の 6 科目を除いた 59 単位以上）」で表示されている不足単位数は、

免許状取得に向けて必要な 59 単位に対しての不足数を表しています。 

「総単位数」から上の「判定条件詳細名」ごとに表示される不足単位数の合計ではあ

りません。 
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休学・留学・卒業後の教職課程履修方法 

 休学または留学をする場合

休学・留学の時期や期間によって免許状取得にかかる年数が異なるとともに、履修の計画にも影

響があります。休学・留学を考えている場合は、事前に教職課程センターまで相談してください。 
 

 卒業延期をする場合

次の事由により卒業延期制度を利用して免許状の取得を希望する場合は、願い出を提出する前に、

まず教職課程センターまで相談してください。 
なお、卒業延期制度の詳細は、各学部の履修要項で確認してください。 

（１）４年次で卒業要件を充たしたが、免許状取得に必要な単位を修得できなかったため、不足分

の単位を修得し、免許状を取得しようとする場合 

（２）４年次で卒業要件を充たしたが、それまで教職課程を履修しておらず、卒業延期をして教職

課程を履修し、免許状を取得しようとする場合 

 
 卒業後の履修：科目等履修生（教職課程科目履修生）として

免許状を取得せずに学部を卒業した場合でも、「教職課程科目履修生」として免許状取得に向け

て必要な科目を修得することで、免許状を取得することができます。 
 
◼ 条件

（１）学部在学中に教職課程を履修していなかった者が、卒業後（本学大学院入学者を含む）に

新たに免許状を取得しようとする場合 
（２）学部在学中に教職課程を履修していたが、免許状取得に必要な単位を修得せずに卒業した

者で、免許状を取得しようとする場合 
 
◼ 出願時期

出願受付は例年２月中旬ごろです。１年を超えて継続して履修することも可能です。教職課

程科目履修生での履修を希望する場合は、事前に教職課程センターまで相談してください。 
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教職課程センター 

 教職課程センターとは

教職課程センターは、教職課程を履修し、教職をめざす学生に対する指導・支援を行うために開

設されています。また、教職課程専任教員が教職に関する質問や相談に応じるオフィス・アワーを

設けているほか、教員あるいは卒業生との懇談の機会を提供しています。 
自習室としても利用できますので、ぜひ活用してください。 
 

 業務内容

 教職課程に関する相談受付 
 教職課程科目や教員採用試験に関する図書の閲覧・貸出 
 中高教科書等書籍の閲覧 
 デジタル教科書の閲覧 
 電子黒板の使用 
 先輩の教育実習での学習指導案の閲覧 
 教職関連教材印刷機設置 
 教職課程専任教員によるオフィス・アワー 
 教育ボランティア等紹介     他 

 
 開室時間等

◼ 場 所：６号館２階 
◼ 開室時間：月曜日から金曜日 ９： ～ ：  

（ ： ～ ： は事務の取り扱いは行いません。） 
  土曜日 原則として閉室 

◼ 電 話：

◼ E－Mail：
 

 教室（６号館２階）の利用方法

教室（６号館２階）には黒板（電子黒板を含む）、ホワイトボード、モニターが設置されてお

り、模擬授業や教育実習に向けた準備のために使用できます。事前の予約も可能です。使用を希望

する場合は教職課程センターまで申し出てください。



 



 
 
 

 
 
 
  

「教育の基礎的理解に関する科目等」

「大学が独自に設定する科目」

「教育職員免許法施行規則第 条の６

に規定する科目」
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「教育の基礎的理解に関する科目等」科目一覧（2026 年度入学者以降） 

1. 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間の指導法及び生徒指導、教育

相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」 

※ 「規則上の必要単位数」に記載の数字は、免許法施行規則における規定単位数です。 
※ 「左記に対応する本学開講授業科目」の欄の「必修」及び「選択必修」と記載されている科目は、「規則
上の必要単位数」にかかわらず、すべての科目の単位修得が必要です。 

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開講授業科目 

科目 

各科目に含めることが 

必要な事項 

規則上

の必要

単位数 

必選 

区分 

授業科目名・ 

単位数（○） 

年次 ﾀｰﾑ 備考 

中学校教諭 高等学校教諭 

教

育

の

基

礎

的

理

解

に

関

す

る

科

目 

教育の理念並びに教育に関す

る歴史及び思想 

中学

10 

 

高校 

10 

必修 教育原理② １ １  

教職の意義及び教員の役割・

職務内容（チーム学校運営へ

の対応を含む。） 

必修 教職論② １ １  

教育に関する社会的、制度的

又は経営的事項（学校と地域

との連携及び学校安全への対

応を含む。） 

必修 学校と社会② １ １  

幼児、児童及び生徒の心身の

発達及び学習の過程 

必修 教育心理学② １ １  

特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

必修 特別支援教育概論② ２ ３  

教育課程の意義及び編成の方

法（カリキュラム・マネジメン

トを含む。） 

必修 教育課程論② ２ ３  

道

徳

�

総

合

的

な

学

習

の

時

間

等 

の

指

導

法

及

び

生

徒

指

導

�

教

育 

相

談

等

に

関

す

る

科

目 

道徳の理論

及び指導法 

 

中学

10 

 

高校 

８ 

必修 道徳教育の指導法② ３ ５ 

高等学校免許状取

得時は「大学が独

自に設定する科

目」の単位に算入 

総合的な学習の

時間の指導法 

総合的な探究の

時間の指導法 

必修 

総合的な学習の時間の

指導法② 

３ ５ 

 

 

特別活動の指導法 必修 特別活動の指導法② ３ ５  

教育の方法及び技術 必修 教育の方法と技術② ２ ３  

情報通信技術を活用した

教育の理論及び方法 

必修 ICT活用の理論と方法① ２ ３  

生徒指導の理論及び方法 必修 生徒指導論② １ １ 
 

教育相談（カウンセリング

に関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法 

必修 教育相談② ２ ３  

進路指導及びキャリア教

育の理論及び方法 

必修 進路指導論② １ １  

教

育

実

践

に 

関

す

る

科

目 

教育実習 

中学 

５ 

 

高校 

３ 

必修 教育実習論① ３ ６ 
 

選択 

必修 

教育実習（中・高）⑤ ４ 7・8 

中学校・高等学校

免許状取得希望者

必修 

教育実習（高）③ ４ 7・8 

高等学校免許状の

み取得希望者必修 

教職実践演習 ２ 必修 教職実践演習（中・高）② ４ ８ 
 

※「教育の基礎的理解に関する科目等」の科目は、卒業に必要な修得単位数には算入されません。各学

部で定める年間の履修登録単位数の制限を受けずに履修登録できます。  
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2. 教科の指導法に関する科目（情報通信技術の活用を含む。）                    

※ 免許法施行規則における必要単位は、中学校８単位、高等学校４単位と規定されていますが、本学で
は、高等学校の英語、国語、数学および理科については、６単位必修としています。 

学部学科 

必要 

単位 

授業科目名・ 

単位数（○） 

年次 ﾀｰﾑ 備考 

文学部 英語英米文学科 

中学

８ 

高校

６ 

英語科教育法Ⅰ② ２ ４ 

中高（英語）必修 英語科教育法Ⅱ② ３ ５ 

英語科教育法Ⅲ② ３ ５ 

英語科教育法Ⅳ② ３ ５ 中学（英語）必修 

文学部  日本文学科 

中学

８ 

高校

６ 

国語科教育法Ⅰ② ２ ４ 

中高（国語）必修 国語科教育法Ⅱ② ３ ５ 

国語科教育法Ⅲ② ３ ５ 

国語科教育法Ⅳ② ３ ５ 中学（国語）必修 

文学部  国際文化学科 

文学部  現代社会学科 

経済学部 経済数理学科 

経済学部 現代経済学科 

法学部  法律学科 

法学部  政治学科 

経営学部 総合経営学科 

中学

８ 

高校

４ 

社会科・地理歴史科教育法② ２ ４ 中学（社会）高校（地歴）必修 

社会科・公民科教育法② ２ ４ 中学（社会）高校（公民）必修 

社会科教育法Ａ② ３ ５ 

中学（社会）必修 

社会科教育法Ｂ② ３ ５ 

地理歴史科教育法② ３ ５ 高校（地理歴史）必修 

公民科教育法② ３ ５ 高校（公民）必修 

理工学部 理工学科 

中学

８ 

高校

６ 

数学教育法Ⅰ② ２ ４ 

中高（数学）必修 数学教育法Ⅱ② ３ ５ 

数学教育法Ⅲ② ３ ５ 

数学教育法Ⅳ② ３ ５ 中学（数学）必修 

中学 

８ 

高校 

６ 

理科教育法Ⅰ② ２ ４ 

中高（理科）必修 理科教育法Ⅱ② ３ ５ 

理科教育法Ⅲ② ３ ５ 

理科教育法Ⅳ② ３ ５ 中学（理科）必修 

高校 

４ 

情報科教育法Ⅰ② ２ ３ 

高校（情報）必修 

情報科教育法Ⅱ② ２ ３ 

高校

４ 

工業科教育法Ⅰ② ２ ３ 

高校（工業）必修 

工業科教育法Ⅱ② ２ ３ 

※「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」は、８単位まで、各学科の卒業に必要な修得

単位数（以下の算入区分）に算入されます。 

【算入区分】経済学部、経営学部：「自己設計科目」 法学部：「自由選択科目」 

 理工学部、文学部 ：「自由設計科目」 

3. 履修年次 

（１）「年次」の列に記載されている数字は、配当年次を表しています。例えば、「１」が記載されて 

  いる場合は１年次から履修可能です。「ターム」の列に記載されている数字は、配当タームを表し 

ており、記載されているタームから履修が可能となります。 

 

（２）配当年次が１年次、２年次の科目は、できる限り該当年次のうちに履修してください。上級年次

では、時間割の関係で履修しにくくなる可能性があります。 

 

（３）「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」の各科目は、“配当年次での単位修得”が原 

則です。４年次の「教育実習」の履修要件となりますので十分留意してください。 
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履修上の注意事項  

1. 教職課程科目履修における全般的な注意事項 

① 教職課程を履修しようとしている場合は、できるだけ１年次から教職課程科目の履修を始め

たほうが、比較的無理なく履修できます。 

② 教職課程科目は、４月の履修登録時に、前期・後期科目とも、学部科目の履修登録とともに

登録をします。後期にも履修変更ができますが、前期の履修登録の時に、年間の履修計画を

立て前期・後期科目ともすべて履修登録してください。 

③ １年次配当の「教育の基礎的理解に関する科目等」は、教職課程登録をしていない学生でも

履修することができます。 

④ 所属学部・学科での必修科目・登録必須科目と教職課程科目が時間割上重なっている場合に

は、学部・学科の履修を優先してください。 

⑤ 授業科目名のあとに付されている＜１＞＜２＞は、同一科目のクラス番号です。いずれかひ

とつの科目を履修してください。 

⑥ 「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」は、教育実習に向け２年次から３年次に

かけて連続して学習しますので、開講年次での履修・単位修得が望まれます。 

⑦ 「教育実践に関する科目」には、前提科目を修得しないと履修できない科目があるため、計

画的に履修を進めなければ、卒業時に免許状を取得できなくなります。 

⑧ 「免許法施行規則第 66条の６に規定する科目」の履修も忘れないよう注意してください。 

 

2. 免許状取得に必要な単位集計時の注意 

免許状取得に向けて修得した単位は、各校種の免許状の教科ごとに集計しなければなりません。

特に次の点に注意してください。 

 「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」 

免許状の教科ごとに計算します。 

（例１）「社会科・地理歴史科教育法」は中学校社会科と高等学校地理歴史科の両方に算入され

ますが、「地理歴史科教育法」は高等学校地理歴史科のみに算入されます。 

 同様に、「社会科・公民科教育法」は中学校社会科と高等学校公民科の両方に算入され

ますが、「公民科教育法」は高等学校公民科のみに算入されます。 

（例２）英語科、国語科、数学科および理科の「教科教育法Ⅳ」は、中学校の免許状を修得する

場合は必修ですが、高等学校の免許状を修得する場合には選択科目として算入されます。 

 「道徳教育の指導法」 

中学校の免許状を取得する場合は「教育の基礎的理解に関する科目等」に算入されますが、 

高等学校の免許状を取得する場合は「大学が独自に設定する科目」に算入されます。 
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各科目の注意事項 

1. 予備登録／事前申請が必要な科目 

教職課程科目の中には、予備登録が必要な科目（成蹊教養カリキュラムに含まれる科目）や事前

申請が必要な科目があります。 

該当科目、履修申請の方法、期間等については各学年の教職課程ガイダンスで説明します。 

 

2. 「各教科の指導法」について 

英語科：英語科教育法Ⅰ～Ⅳ 

① 中学校の免許状取得にはⅠ～Ⅳの４科目が、高等学校の免許状取得にはⅠ～Ⅲの３科目の単

位修得が必要になります。 

② 「英語科教育法」のⅠ～Ⅳは、“配当年次の開講期”での単位修得、つまりⅠ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳの

順で履修するようにしてください。 

③ ３年次配当「英語科教育法Ⅱ～Ⅳ」を履修するためには、その履修前までに次の科目をすべ

て修得しなければなりません。 

教科に関する専門的事項 その他 

言語学入門 

Integrated English Ⅰ 

Integrated English Ⅱ 

（英語英米文学科専門科目） 

College English（Listening & Speaking）Ⅰ 

College English（Reading & Writing）Ⅰ 

College English（Listening & Speaking）Ⅱ 

College English（Reading & Writing）Ⅱ 

（成蹊教養カリキュラム 英語科目必修） ４単位 

 

国語科：国語科教育法Ⅰ～Ⅳ 

① 中学校の免許状取得にはⅠ～Ⅳの４科目が、高等学校の免許状取得にはⅠ～Ⅲの３科目の単

位修得が必要になります。 

② 「国語科教育法」のⅠ～Ⅳは、“配当年次の開講期”での単位修得、つまりⅠ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳの

順で履修するようにしてください。 
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社会科・地理歴史科・公民科 

① 取得したい免許の種類に応じて、次の表にしたがって履修してください。 

中学社会のみ取得 高校地理歴史のみ取得 高校公民のみ取得 

社会科教育法Ａ 
社会科教育法Ｂ 
社会科・地理歴史科教育法 
社会科・公民科教育法 

社会科・地理歴史科教育法 

地理歴史科教育法 

社会科・公民科教育法 

公民科教育法 

社会・地理歴史２教科取得 社会・公民２教科取得 社会・地歴・公民すべて取得 

社会科教育法Ａ 

社会科教育法Ｂ 

社会科・地理歴史科教育法 

社会科・公民科教育法 

地理歴史科教育法 

社会科教育法Ａ 

社会科教育法Ｂ 

社会科・地理歴史科教育法 

社会科・公民科教育法 

公民科教育法 

社会科教育法Ａ 

社会科教育法Ｂ 

社会科・地理歴史科教育法 

社会科・公民科教育法 

地理歴史科教育法 

公民科教育法 

 

② 教育実習では、実際に免許状を取得しようとする校種あるいは教科で実習を行うことが望ま

しいです。中学校で教育実習を行う場合には社会科教育法を、高等学校で行う場合には実際

に実習を行う教科に該当するものを履修してください。 

③ ３年次配当の「社会科教育法Ａ」、「社会科教育法Ｂ」、「地理歴史科教育法」、「公民科教育法」

を履修するために、それまでに２年次配当の「社会科・地理歴史科教育法」、「社会科・公民

科教育法」を履修するようにしてください。 

 

数学科・理科・工業科・情報科 

① 数学科および理科の中学校の免許状取得にはⅠ～Ⅳの４科目が、高等学校の免許状取得には 

Ⅰ～Ⅲの３科目の単位修得が必要になります。 

② 工業科および情報科の免許状取得には、ⅠとⅡの２科目の単位修得が必要になります。 

 

3. 「教育実習論」（教育実習事前指導科目 ３年次後期） 

 履修要件科目 

英語英米文学科では、３年次後期に「教育実習論」を履修するために、３年次前期終了までに

次の科目の単位を修得していなければなりません。 

教科に関する専門的事項 その他 

言語学入門 

Integrated English Ⅰ 

Integrated English Ⅱ 

（英語英米文学科専門科目） 

College English（Listening & Speaking）Ⅰ 

College English（Reading & Writing）Ⅰ 

College English（Listening & Speaking）Ⅱ 

College English（Reading & Writing）Ⅱ 

（成蹊教養カリキュラム 英語科目必修） ４単位 

 

 履修クラスについて 

クラスごとに人数を制限しますので、事前に申請した上で履修クラスが決定します。 

履修登録の方法、期間等については、３年次教職課程ガイダンスで説明します。 
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4. 「教育実習（中・高）」または「教育実習（高）」（４年次配当） 

 履修科目 

教育実習の期間によって履修すべき科目が異なります。 

実習期間 科目名 

３週間以上 教育実習（中・高）⑤ 

２週間 教育実習（高）③ 

 

 履修要件（全学部共通） 

「教育実習（中・高）」または「教育実習（高）」を履修するためには、前年度終了までに教科

ごとに次の科目の単位を修得していなければなりません。 

① ３年次終了時までに卒業に必要な修得単位数を 90 単位以上修得していること。 

② 「教育の基礎的理解に関する科目等」の次の科目をすべて修得していること。 

配当年次 科目名 

１年次 

□ 教育原理 □ 教職論 

□ 学校と社会 □ 教育心理学 

□ 生徒指導論 □ 進路指導論 

２年次 

□ 特別支援教育概論 □ 教育課程論 

□ 教育の方法と技術 □ ICT 活用の理論と方法 

□ 教育相談   

３年次 

□ 総合的な学習の時間の指導法 □ 特別活動の指導法 

□ 教育実習論   

 

③ 「免許法施行規則第 66 条の６に規定する科目」の単位をすべて修得していること。（科目

の詳細は後掲の『教育職員免許法施行規則第 66条の６に規定する科目』を参照。） 

④ 該当学部・学科ごとに次の科目の単位を修得していること。 

学部または学科 科目名 備考 

英語英米文学科 

英語科教育法Ⅰ 

英語科教育法Ⅱ 

 

日 本 文 学 科 

国語科教育法Ⅰ 

国語科教育法Ⅱ 

 

国 際 文 化 学 科 

現 代 社 会 学 科 

経 済 学 部 

法 学 部 

経 営 学 部 

社会科・地理歴史科教育法 

社会科・公民科教育法 

社会科教育法Ａ・Ｂ 

左記の３つの組み合わせのうち 

いずれか１つの条件を満たすこと 

社会科・地理歴史科教育法 

地理歴史科教育法 

社会科・公民科教育法 

公民科教育法 

理 工 学 部 

数学科教育法Ⅰ 

数学科教育法Ⅱ 左記の２つの組み合わせのうち 

いずれか１つの条件を満たすこと 理科教育法Ⅰ 

理科教育法Ⅱ 
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 履修クラス 

クラスごとに人数の制限がありますので、事前に申請した上で履修クラスが決定します。 

履修登録の方法、期間等については、４年次教職課程ガイダンスで説明します。 

※この科目の履修開始時において前ページに記載している科目の単位が修得できていない場

合は、履修が取り消されます。 

 

5. 「教職実践演習（中・高）」（４年次配当） 

 概要 

① ４年次後期配当の必修科目で、教職課程で最後に履修する科目です。 

② この科目を履修するためには、同一年度に「教育実習（中・高）」または「教育実習（高）」を

履修登録しているか、前年度までに「教育実習（中・高）」または「教育実習（高）」の単位を

修得していなければなりません。 

③ 授業では、２年次から随時作成している履修カルテを使用します。履修前までに出されていた

課題等をすべて記入しているかを確認し、授業に臨んでください。 

 履修クラス 

学部・学科により履修できるクラスを定めています。教職課程センターで履修クラスを決定し、

履修登録を行います。 
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 大学が独自に設定する科目 

「大学が独自に設定する科目」は、次の表の①～③の区分に属する科目の合計修得単位数が、中

学校・高等学校それぞれで必要単位以上になる必要があります。 
 

必要単位 授業科目名・単位等
備 考

中学 高校 授業科目名 単位 年次 ﾀｰﾑ

① 学校経営と学校図書館 学校図書館司書教諭課程科目

別途「学校図書館司書教諭課程登録」

が必要となります。

（２年次以降、履修を始める年度に

行う）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

学校図書館メディアの構成

学習指導と学校図書館

読書と豊かな人間性

情報メディアの活用

教職特論演習Ⅰ 教職就職希望／教員採用試験受験希

望者向け。Ⅰ・Ⅱ連続受講推奨教職特論演習Ⅱ

道徳教育の指導法 高等学校免許状取得の場合のみ算入

英語教育 文学部英語英米文学科のみ対象

理工教材開発法 理工学部理工学科のみ対象

②所属学部学科の「教科及び教科の指導法に関する科

目」について、免許法に定める必要単位数を超えて

修得した単位
（前掲『教職課程とは』の「教育職員免許状とは － ．

免許状を取得するには」の表および所属学部学科の

「教科及び教科の指導法に関する科目」の表を参照）

教科ごとの計算になることに留意し

てください。

③「教育の基礎的理解に関する科目等」について、免

許法に定める必要単位数を超えて修得した単位
（前掲『教職課程とは』の「教育職員免許状とは － ．

免許状を取得するには」の表および「教育の基礎的理

解に関する科目等」の表を参照）

教科ごとの計算になることに留意し

てください。

 
（②の例） 

取得しようとする

免許状の教科

「教科及び教科の指導法

に関する科目」
「大学が独自に設定する科目」

へ算入される単位数
必要単位 修得単位

中学校・社会 単位 単位 単位

高等学校・地理歴史 単位 単位 ４単位

高等学校・公民 単位 単位 ８単位

 
（注意事項） 

 取得を希望する教科と異なる「教科及び教科の指導法に関する科目」で修得した単位を、取得を

希望する教科の「大学が独自に設定する科目」の単位に算入することはできません。 
（例）地理歴史科の「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位を公民の「大学が独自に設定

する科目」に算入することはできません。 



—33—

 

教育職員免許法施行規則第 条の６に規定する科目

免許状取得にあたっては、「教育の基礎的理解に関する科目等」「教科及び教科の指導法に関する

科目」「大学が独自に設定する科目」の単位修得、「介護等の体験」への参加のほかに、次の科目の

単位を修得しなければなりません。 
これらの科目は１・２年次のうちに履修し、単位を修得するよう心がけてください。 

免許法施行規則第 条

の６に定める科目区分

必要

単位
選必

授業科目名

丸付数字は単位数
学部等 備考

日本国憲法 ２ 必修

日本国憲法②

経済学部

理工学部

文学部

経営学部

憲法Ⅰ④ 法学部法律学科

憲法④ 法学部政治学科

体 育 ２
選択

必修

健康・スポーツ演習Ａ②
いずれか必修

健康・スポーツ演習Ｂ②

外国語

コミュニケーション
２ 必修

Ⅰ①

Ⅱ①

数理、データ活用及び

人工知能に関する科目

又は情報機器の操作

２
選択

必修

データサイエンス

入門②

いずれか必修

情報基礎Ａ② 理工学部

情報基礎Ｂ②

経済学部

文学部

法学部

経営学部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

各学部・学科の

「教科及び教科の指導法

に関する科目」
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教科及び教科の指導法に関する科目 
※各教科の指導法における配当年次については、前掲「「教育の基礎的理解に関する科目等」科目一

覧」の「２．教科の指導法に関する科目（情報通信技術の活用を含む。）」を参照してください。 
 

 文学部英語英米文学科

中 学

高等学校

英 語

選必
授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

英語学

必修 言語学入門②

選択
社会言語学② 言語学Ａ②
言語と社会研究基礎Ａ② 言語学Ｂ②
言語と社会研究発展Ｅ②

英語文学

選択

必修

英語圏芸術・思想入門② アメリカ文学史②

イギリス文学史②
１科目必修

選択

英語圏芸術・思想研究発展Ａ②

英語圏芸術・思想研究発展Ｂ②

批評理論②

英語コミュニ

ケーション
必修 Ⅰ② Ⅱ②

異文化理解

選択

必修

英語圏文化研究（異文化コミュニケーション）②

複言語・複文化主義②
１科目必修

選択

必修

英語圏文化研究発展Ａ② 英語圏文化研究（ジェンダー）②

英語圏文化研究（人種関係）② 英語圏文化研究発展Ｂ②

ポストコロニアリズム② レイシズム②

１科目必修

選択 英語圏文化入門②

各教科の指導法（情報通

信技術の活用を含む。）

必修 英語科教育法Ⅰ② 英語科教育法Ⅱ② 英語科教育法Ⅲ②

中学

必修
英語科教育法Ⅳ②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
「大学が独自に設定する科目」に、全学的に設けている科目のほか、英語英米文学科の以下の授

業科目が設定されています。 
この授業科目の単位を修得した場合、一種免許状を取得する場合の単位数に算入されます。 
詳細は前掲の『大学が独自に設定する科目』を参照してください。

該当科目：英語教育
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2. 文学部日本文学科 

 

中 学 校 

国  語 

高等学校 

国  語 

選必 

授業科目名 

(科目名の丸付の数字は単位数です) 

備   考 

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項 

国語学(音声言語及び

文章表現に関するも

のを含む。) 

必修 日本語研究の基礎② 日本語の構造②  

選択 

日本語の歴史Ａ② 日本語の歴史Ｂ②  

日本語体系論②  日本語資料論②  

日本語の文法②  日本語の表現② 

 

国文学 

(国文学史を 

含む。) 

必修 日本文学研究の基礎②  

選択 

古典日本文学史Ａ② 古典日本文学史Ｂ② 

近現代日本文学史Ａ② 近現代日本文学史Ｂ② 

近現代文学入門② 古典文学入門Ａ② 

平安文学を読む② 源氏物語を読む② 

古代和歌を読む② 中世文学を読む② 

中世文学論②   中世の文学と文化② 

古典文学入門Ｂ② 近世小説を読む② 

俳諧を読む②   近世の文学と文化② 

近代文学を読む② 文芸の創作と技法② 

現代文学を読む② 近現代文学論② 

 

漢文学 

選択 

必修 

漢文基礎② 漢文学② 中国文学史② １科目必修 

書道(書写

を中心と

する。) 

－ 

中学 

必修 

書道(書写を中心とする。)② 

中学校免許状取

得の場合に限り

適用 

教科及び教科の指導法に

関する科目における複数

の事項を合せた内容に係

る科目 

選択 入門演習Ⅰ② 入門演習Ⅱ②  

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

必修 国語科教育法Ⅰ② 国語科教育法Ⅱ② 国語科教育法Ⅲ②  

中学 

必修 

国語科教育法Ⅳ②  

免許法上の最低修得単位数 

■中学校教諭一種免許状 28単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。） 

■高等学校教諭一種免許状 24単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。） 

【注意事項】 

「古典日本文学史Ａ・Ｂ」、「近現代日本文学史Ａ・Ｂ」、「漢文学・中国文学史」は隔年開講科目で

す。早い年次での履修を心掛けてください。 
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 文学部国際文化学科

中学校

社 会
高等学校 選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社

会

日本史

・外国史
地

理

歴

史

日本史

必修 日本史概論Ⅰ② 日本史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

日本の歴史と文化Ａ② 日本の歴史と文化Ｂ②

日本美術史Ａ② 近現代日本史（明治・大正）②

近現代日本史（昭和以降）②

外国史

必修 世界史概論Ⅰ② 世界史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

歴史学入門②
ヨーロッパの歴史と文化Ａ② ヨーロッパの歴史と文化Ｂ②
ヨーロッパの歴史と文化Ｃ② ヨーロッパの歴史と文化Ｄ②
アメリカの歴史と文化Ａ② アメリカの歴史と文化Ｂ②
アジア・太平洋の歴史と文化Ａ②
アジア・太平洋の歴史と文化Ｂ②
アジア・アフリカの歴史と文化Ａ②
アジア・アフリカの歴史と文化Ｂ②

世界美術史② 近現代のアジア②

近現代のヨーロッパ② 近現代のアメリカ②

地理学

地誌を

含む。

人文地理

学・自然

地理学

必修 人文地理学② 自然地理学② 社会・地歴必修

選択
文化人類学入門Ⅰ② グローバル化の人類学②
現代社会の地理② 日本の国土と社会②

地誌

必修 地誌学② 社会・地歴必修

選択
フィールドワーク論② 文化人類学入門Ⅱ②
現代人類学②

「法律学、

政治学」

公

民

「法律学（国

際法を含

む。）、

政治学（国際

政治を含

む。）

必修 現代の政治学② 社会・公民必修

選択

国際関係論入門② 国際政治経済学②

平和学入門② 国際協力論②

国際関係論特講Ａ② 国際関係論特講Ｂ②

平和学特講Ａ② 平和学特講Ｂ②

日本国憲法②

「社会学、

経済学」

「社会学、

経済学 国

際経済を含

む。 」

必修 社会学入門② 社会・公民必修

選択
国際文化研究Ａ② 国際文化研究Ｂ② 国際文化論②
国際関係の歩み② 外交政策論②

「哲学、

倫理学、

宗教学」

「哲学、

倫理学、

宗教学、

心理学」

選択

必修

哲学の基礎②
倫理学の基礎②

社会・公民

１科目必修

選択
現代社会と哲学② 現代社会と倫理学② 民族文化論②

心理学の基礎② 自己理解の心理学② 公民のみ適用

教科及び教科の指導

法に関する複数の事

項を合わせた内容に

係る科目

中学 社会

高等学校

地理歴史

選択 戦後の日本と世界②

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。）

中学 社会
社会科・地理歴史科教育法② 社会科・公民科教育法②

社会科教育法Ａ② 社会科教育法Ｂ②

高等学校 地理歴史 社会科・地理歴史科教育法② 地理歴史科教育法②

高等学校 公民 社会科・公民科教育法② 公民科教育法②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
※「心理学の基礎」、「自己理解の心理学」は、中学校社会科免許状の単位には適用されません。 
※ 後掲の「 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあわせて参照

してください。
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 文学部現代社会学科

中学校

社 会
高等学校 選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社

会

日本史

・外国史 地

理

歴

史

日本史

必修 日本史概論Ⅰ② 日本史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

歴史と社会② メディア史入門②
社会福祉事業史② 出版メディアの歴史と社会②
身体とスポーツの社会史②
近現代日本史（明治・大正）②
近現代日本史（昭和以降）②

外国史
必修 世界史概論Ⅰ② 世界史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択
社会学史② 近現代のアジア②
近現代のヨーロッパ② 近現代のアメリカ②

地理学

地誌を

含む。

人文地理

学・自然

地理学

必修 人文地理学② 自然地理学② 社会・地歴必修

選択
コミュニティの社会学② 環境社会学②
都市社会学② グローバリゼーションの社会学②
現代社会の地理② 日本の国土と社会②

地誌 必修 地誌学② 社会・地歴必修

「法律学、

政治学」

公

民

「法律学

国際法を
含む。 、
政治学 国

際政治を
含む。 」

必修 現代の政治学② 社会・公民必修

選択 日本国憲法②

「社会学、

経済学」

「社会学、

経済学 国

際経済を

含む。 」

必修 社会学入門②
学科必修

社会・公民必修

選択

現代社会入門② コミュニケーション論入門②
メディア論入門② メディア・リテラシー論②
文化社会学② 社会福祉概論②
社会調査入門② 社会調査の方法②
ボランティア・ＮＰＯの社会学② 教育社会学②
家族社会学② ライフコースの社会学②
労働社会学② ジェンダーの社会学②
マス・コミュニケーション論② ジャーナリズム論②
メディアの理論② ネットワーク社会論②

「哲学、

倫理学、

宗教学」

「哲学、

倫理学、

宗教学、

心理学」

選択

必修

哲学の基礎②
倫理学の基礎②

社会・公民
１科目必修

選択
現代社会と哲学② 現代社会と倫理学②

心理学の基礎② 自己理解の心理学② 公民のみ適用

教科及び教科の指

導法に関する複数

の事項を合わせた

内容に係る科目

中学 社会

高等学校

地理歴史

選択 戦後の日本と世界②

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。）

中学 社会
社会科・地理歴史科教育法② 社会科・公民科教育法②

社会科教育法Ａ② 社会科教育法Ｂ②

高等学校 地理歴史 社会科・地理歴史科教育法② 地理歴史科教育法②

高等学校 公民 社会科・公民科教育法② 公民科教育法②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
※ 「心理学の基礎」、「自己理解の心理学」は、中学校社会科免許状の単位には適用されません。 
※ 後掲の「 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあ

わせて参照してください。
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 経済学部経済数理学科

中学校

社 会
高等学校 選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社

会

日本史

・外国史

必修
日本史概論Ⅰ② 日本史概論Ⅱ②
世界史概論Ⅰ② 世界史概論Ⅱ②

社会必修

選択

数量経済史② 経済史の基礎②
近現代日本史（明治・大正）②
近現代日本史（昭和以降）②
近現代のアジア② 近現代のヨーロッパ②
近現代のアメリカ②

地理学

地誌を

含む。

必修 人文地理学② 自然地理学② 地誌学② 社会必修

選択
社会経済地理学② 経済発展論②
現代社会の地理② 日本の国土と社会②

「法律学、

政治学」

公

民

「法律学

国際法を

含む。 、

政治学 国

際政治を含

む。 」

必修 現代の政治学② 社会・公民必修

選択 日本国憲法②

「社会学、

経済学」

「社会学、

経済学 国

際経済を

含む。 」

必修 ミクロ経済学Ⅰ② マクロ経済学Ⅰ② 社会・公民必修

選択

ミクロ経済学Ⅱ② マクロ経済学Ⅱ②
ミクロ経済学Ⅲ② マクロ経済学Ⅲ②
環境経済学Ａ② 公共経済学②
教育経済学② 労働経済学②
国際経済学② 国際マクロ経済学②
産業組織論Ａ② 産業組織論Ｂ②
金融論Ａ② 金融論Ｂ②
財政学Ａ② 財政学Ｂ② 社会学②

「哲学、

倫理学、

宗教学」

「哲学、

倫理学、

宗教学、

心理学」

選択

必修

哲学の基礎②
倫理学の基礎②

社会・公民
１科目必修

選択
社会思想史② 現代社会と哲学② 現代社会と倫理学②

心理学の基礎② 自己理解の心理学② 公民のみ適用

教科及び教科の指

導法に関する複数

の事項を合わせた

内容に係る科目

中学 社会 選択 戦後の日本と世界②

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。）

中学 社会
社会科・地理歴史科教育法② 社会科・公民科教育法②

社会科教育法Ａ② 社会科教育法Ｂ②

高等学校 公民 社会科・公民科教育法② 公民科教育法②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
※ 「心理学の基礎」、「自己理解の心理学」は、中学校社会科免許状の単位には適用されません。 
※ 後掲の「 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあ

わせて参照してください。
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 経済学部現代経済学科

中学校

社 会
高等学校 選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社

会

日本史

・外国史
地

理

歴

史

日本史

必修 日本史概論Ⅰ② 日本史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

日本経済史Ａ② 日本経済史Ｂ② 数量経済史②

近現代日本史（明治・大正）②

近現代日本史（昭和以降）②

外国史

必修 世界史概論Ⅰ② 世界史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

経済史の基礎② 西洋経済史Ａ② 西洋経済史Ｂ②
比較経済史② 地域経済史②

近現代のアジア② 近現代のヨーロッパ②

近現代のアメリカ②

地理学

地誌を

含む。

人文地理

学・自然

地理学

必修 人文地理学② 自然地理学② 社会・地歴必修

選択
経済発展論② 社会経済地理学② 経済地理学Ａ②
経済地理学Ｂ② 開発経済学② 都市経済学②
現代社会の地理② 日本の国土と社会②

地誌
必修 地誌学② 社会・地歴必修

選択 エリア・スタディーズＡ② エリア・スタディーズＢ②

「法律学、

政治学」

公

民

「法律学

国際法を

含む。 、

政治学 国

際政治を含

む。 」

必修 現代の政治学② 社会・公民必修

選択
環境と法② ベーシック民法②

日本国憲法②

「社会学、

経済学」

「社会学、

経済学 国

際経済を

含む。 」

必修 初級ミクロ経済学Ⅰ② 初級マクロ経済学Ⅰ② 社会・公民必修

選択

初級ミクロ経済学Ⅱ② 初級マクロ経済学Ⅱ②
中級ミクロ経済学② 中級マクロ経済学②
国際マクロ経済学② 社会学② 現代日本経済②
産業組織論Ａ② 産業組織論Ｂ② 国際経済学②
金融論Ａ② 金融論Ｂ② 環境経済学Ａ②
環境経済学Ｂ② 公共経済学② 教育経済学②
労働経済学② 社会保障論Ａ② 社会保障論Ｂ②
財政学Ａ② 財政学Ｂ②

「哲学、

倫理学、

宗教学」

「哲学、

倫理学、

宗教学、

心理学」

選択

必修

哲学の基礎②
倫理学の基礎②

社会・公民
１科目必修

選択

社会思想史② 現代社会と哲学②
現代社会と倫理学②

心理学の基礎② 自己理解の心理学② 公民のみ適用

教科及び教科の指

導法に関する複数

の事項を合わせた

内容に係る科目

中学 社会

高等学校

地理歴史

選択 戦後の日本と世界②

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。）

中学 社会
社会科・地理歴史科教育法② 社会科・公民科教育法②

社会科教育法Ａ② 社会科教育法Ｂ②

高等学校 地理歴史 社会科・地理歴史科教育法② 地理歴史科教育法②

高等学校 公民 社会科・公民科教育法② 公民科教育法②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
※ 「心理学の基礎」、「自己理解の心理学」は、中学校社会科免許状の単位には適用されません。 
※ 後掲の「 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあ

わせて参照してください。
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 経営学部総合経営学科

中学校

社 会
高等学校 選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社

会

日本史

・外国史

必修
日本史概論Ⅰ② 日本史概論Ⅱ②
世界史概論Ⅰ② 世界史概論Ⅱ②

社会必修

選択

近現代日本史（明治・大正）②

近現代日本史（昭和以降）②

近現代のアジア② 近現代のヨーロッパ②

近現代のアメリカ②

地理学

地誌を

含む。

必修 人文地理学② 自然地理学② 地誌学② 社会必修

選択 現代社会の地理② 日本の国土と社会②

「法律学、

政治学」

公

民

「法律学

国際法を

含む。 、

政治学 国

際政治を含

む。 」

必修 現代の政治学② 社会・公民必修

選択 租税法の基礎② 日本国憲法②

「社会学、

経済学」

「社会学、

経済学 国

際経済を

含む。 」

必修 ミクロ経済学の基礎② マクロ経済学の基礎② 社会・公民必修

選択

環境と経営戦略② 企業の国際戦略②
産業の経済学② 国際経営②
組織の経済学② ファイナンスの基礎②
コーポレート・ファイナンス② 資産選択の意思決定②
証券市場② 国際会計②

「哲学、

倫理学、

宗教学」
「哲学、

倫理学、

宗教学、

心理学」

選択

必修

哲学の基礎②
倫理学の基礎②

社会・公民
１科目必修

選択

現代社会と哲学② 現代社会と倫理学②

意思決定科学② カウンセリングの基礎②
人間情報処理② 人間行動と組織②
ストレス・マネジメント②
コーチングの基礎② 消費者行動②
心理学の基礎② 自己理解の心理学②

公民のみ適用

教科及び教科の指

導法に関する複数

の事項を合わせた

内容に係る科目

中学 社会 選択 戦後の日本と世界②

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。）

中学 社会
社会科・地理歴史科教育法② 社会科・公民科教育法②

社会科教育法Ａ② 社会科教育法Ｂ②

高等学校 公民 社会科・公民科教育法② 公民科教育法②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
※ 「意思決定科学」、「カウンセリングの基礎」、「人間情報処理」、「人間行動と組織」、「ストレス・

マネジメント」、「コーチングの基礎」、「消費者行動」、「心理学の基礎」、「自己理解の心理学」は、

中学校社会科免許状の単位には適用されません。 
※ 後掲の「 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあ

わせて参照してください。
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 法学部法律学科

中学校

社 会
高等学校 選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社

会

日本史

・外国史
地

理

歴

史

日本史

必修 日本史概論Ⅰ② 日本史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

日本法制史Ⅰ② 日本法制史Ⅱ② 近代日本経済史②

現代日本経済史② 近現代日本史（明治・大正）②

近現代日本史（昭和以降）②

外国史

必修 世界史概論Ⅰ② 世界史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

経済史総論Ⅰ② 経済史総論Ⅱ② 比較法Ⅱ④
近現代のアジア② 近現代のヨーロッパ②

近現代のアメリカ②

地理学

地誌を

含む。

人文地理

学・自然

地理学

必修 人文地理学② 自然地理学② 社会・地歴必修

選択
国際法Ⅱ④ 経済発展Ⅰ② 経済発展Ⅱ②
現代社会の地理② 日本の国土と社会②

地誌 必修 地誌学② 社会・地歴必修

「法律学、

政治学」

公

民

「法律学

国際法を

含む。 、

政治学 国

際政治を

含む。 」

必修 憲法Ⅰ④ 民法ⅠＡ② 民法ⅠＢ②
学科必修

社会・公民必修

公民

必修
国際法Ⅰ④ 公民必修

選択

憲法Ⅱ④ 刑法Ⅰ④ 民法Ⅱ④ 家族法Ⅰ②
商法Ⅰ④ 行政法Ⅰ④ 社会保障法② 労働法④
経済法④ 知的財産法Ⅰ② 知的財産法Ⅱ②
知的財産法Ⅲ② 比較法Ⅰ②

「社会学、

経済学」

「社会学、

経済学 国

際経済を

含む。 」

必修 ミクロ経済学基礎② マクロ経済学基礎②
社会・公民
必修

選択 現代法過程論④ 国際経済Ⅰ② 国際経済Ⅱ②

「哲学、

倫理学、

宗教学」

「哲学、

倫理学、

宗教学、

心理学」

選択

必修

哲学の基礎②
倫理学の基礎②

社会・公民
１科目必修

選択
現代社会と哲学② 現代社会と倫理学②

心理学の基礎② 自己理解の心理学② 公民のみ適用

教科及び教科の指

導法に関する複数

の事項を合わせた

内容に係る科目

中学 社会

高等学校

地理歴史

選択 戦後の日本と世界②

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。）

中学 社会
社会科・地理歴史科教育法② 社会科・公民科教育法②

社会科教育法Ａ② 社会科教育法Ｂ②

高等学校 地理歴史 社会科・地理歴史科教育法② 地理歴史科教育法②

高等学校 公民 社会科・公民科教育法② 公民科教育法②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
※ 「心理学の基礎」、「自己理解の心理学」は、中学校社会科免許状の単位には適用されません。 
※ 後掲の「 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあ

わせて参照してください。
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 法学部政治学科

中学校

社 会
高等学校 選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

社

会

日本史

・外国史

地

理

歴

史

日本史

必修 日本史概論Ⅰ② 日本史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

日本政治史④ 近代日本経済史② 現代日本経済史②

近現代日本史（明治・大正）②

近現代日本史（昭和以降）②

外国史

必修 世界史概論Ⅰ② 世界史概論Ⅱ② 社会・地歴必修

選択

経済史総論Ⅰ② 経済史総論Ⅱ②
東洋政治史④ 西洋政治史④ 国際政治史④
近現代のアジア② 近現代のヨーロッパ②

近現代のアメリカ②

地理学

地誌を

含む。

人文地理

学・自然

地理学

必修 人文地理学② 自然地理学② 社会・地歴必修

選択

経済発展Ⅰ② 経済発展Ⅱ②
中国政治外交論④ 東南アジア政治社会論④
中東政治社会論④ 現代東アジア政治論②
オセアニア政治社会論④ ＥＵ政治論④
アメリカ政治外交論④ ラテンアメリカ政治社会論④
現代ヨーロッパ政治論② 現代社会の地理②
日本の国土と社会②

地誌 必修 地誌学② 社会・地歴必修

「法律学、

政治学」

公

民

「法律学

国際法を

含む。 、

政治学 国

際政治を

含む。 」

必修 政治学への案内②
学科必修

社会・公民必修

公民

必修
国際政治学④ 公民必修

選択

憲法④ 政治学原論④ 行政学④ 現代日本の政治②
比較政治経済② 現代の国際関係② 西洋政治思想史④
日本政治思想史④ 現代政治理論④ 文化の政治学④
政治過程論④ 行政法Ⅰ④
地方自治論④ 国際法Ⅰ④ 比較福祉政治④

「社会学、

経済学」

「社会学、

経済学 国

際経済を

含む。 」

必修 ミクロ経済学基礎② マクロ経済学基礎②
社会・公民
必修

選択
メディアと政治④ 国際経済Ⅰ② 国際経済Ⅱ②
財政学④

「哲学、

倫理学、

宗教学」

「哲学、

倫理学、

宗教学、

心理学」

選択

必修

哲学の基礎②
倫理学の基礎②

社会・公民
１科目必修

選択
現代社会と哲学② 現代社会と倫理学②

政治心理学④ 心理学の基礎② 自己理解の心理学② 公民のみ適用

教科及び教科の指導

法に関する複数の事

項を合わせた内容に

係る科目

中学 社会

高等学校

地理歴史

選択 戦後の日本と世界②

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む。）

中学 社会
社会科・地理歴史科教育法② 社会科・公民科教育法②

社会科教育法Ａ② 社会科教育法Ｂ②

高等学校 地理歴史 社会科・地理歴史科教育法② 地理歴史科教育法②

高等学校 公民 社会科・公民科教育法② 公民科教育法②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

【注意事項】 
※ 「政治心理学」、「心理学の基礎」、「自己理解の心理学」は、中学校社会科免許状の単位には適用されません。 
※ 後掲の「 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあわせて参照

してください。
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 社会科・地理歴史科・公民科の「教科に関する専門的事項」の履修上の注意

◼ 教科に関する専門的事項の単位修得上における注意事項

① 中学校社会科と高等学校地理歴史科の免許状を取得する場合、高等学校地理歴史科に必要な科
目を修得すれば、中学校社会科に必要な科目として重複して認められます。 

② 高等学校公民科に必要な科目についても、「心理学」に関する科目以外は、中学校社会科に必
要な科目として重複して認められます。 

③ 高等学校地理歴史科・公民科の２教科の免許状を取得する場合は、地理歴史と公民で重複する
科目がないため、それぞれの免許教科ごとに単位の修得が必要になります。 
また、「大学が独自に設定する科目」に算入される単位についても、それぞれの教科のなかで

集計しなければなりません。 

④ 所属学科（専攻）の開講科目を十分点検して、免許状取得に必要な科目の履修を先送りしない
よう、履修計画を立ててください。 

 
◼ 教科に関する専門的事項の単位修得上における注意事項

経済学部・経営学部の学生は、「広域基礎科目」に設定されている次の科目については、履修登録

単位数の上限を超えて履修することができます。 

「日本史概論Ⅰ」「日本史概論Ⅱ」「世界史概論Ⅰ」「世界史概論Ⅱ」「人文地理学」 
「自然地理学」「地誌学」「現代の政治学」 
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 理工学部理工学科

◼ 理工学科における専攻ごと・免許教科ごとの履修について

理工学科では、すべての専攻の学生が「数学（中高）」「理科（中高）」「情報（高校）」「工業（高校）」

の教科の免許状を取得できるよう認定を受けています。

しかし、各専攻の専門的内容・履修する必要のある科目と、各教科の内容を照らし合わせると、１年

次から履修しても、所属専攻によって４年間での取得が難しいと思われる教科の組合せがあります。

次の表を参考にして、履修計画を立てるようにしてください。

なお、所属専攻で記号がついていない教科の（組合せでの）免許取得を希望する場合には、教職課程

センター等に相談をしながら履修計画を立てることが望まれます。

専 攻

１教科のみ取得希望 ２教科の取得希望

数学 理科 情報 工業
数学

理科

数学

情報

数学

工業

理科

情報

理科

工業

情報

工業

デ ー タ 数 理 ◎ ○ ○

コンピュータ科学 ◎ ◎ ◎

機 械 シ ス テ ム ○ ◎ ○

電 気 電 子 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

応 用 化 学 ◎ ○ ◎

【記号の説明】

◎ 所属専攻の「卒業に必要な単位数」の履修と、「卒業単位に含まれない教職課程関係科目」の履

修で免許取得が可能です。

○ ◎に比べて、一部所属専攻以外の科目を履修する必要があるなど、履修単位数は増えますが、

４年間での免許取得は可能です。

空欄 所属専攻以外の科目を数多く履修しなければならなく、それに伴い「卒業に必要な単位数」を

多く履修する必要があります。また、時間割編成の都合もあり、４年間での取得は難しいと思

われます。
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 数学 

中学校・高等学校 

数  学 

選必 

授業科目名 

(科目名の丸付の数字は単位数です) 

備  考 

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項 

代数学 

必修 線形代数学Ⅰ②  線形代数学Ⅱ②  

選択 代数学②  離散数学②  組合せ論②  

幾何学 必修 幾何学②  

解析学 

必修 微分積分学Ⅰ②  微分積分学Ⅱ②  

選択 応用フーリエ解析②  微分方程式②  電気数学②  

  確率論、 

統計学 

選択 

必修 

確率統計基礎②  確率統計② １科目必修 

選択 

データマイニング②  確率論②   多変量データ解析② 

統計モデリング②   実験計画法② 

 

コンピュータ 

必修 プログラミング基礎①  

選択 

Ｃ＋＋プログラミングⅢ②  アルゴリズムとデータ構造② 

データ解析法②  計算力学② 

 

教科及び教科の指導

法に関する科目にお

ける複数の事項を合

わせた内容に係る 

科目 

選択 数学演習Ⅰ①  数学演習Ⅱ①  化学数学②   

各教科の指導法

（情報通信技術の活

用を含む。） 

必修 数学科教育法Ⅰ② 数学科教育法Ⅱ② 数学科教育法Ⅲ②  

中学 

必修 

数学科教育法Ⅳ②  

免許法上の最低修得単位数 

■中学校教諭一種免許状 28単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。） 

■高等学校教諭一種免許状 24単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。） 

※ 後掲の「12.理工学部生における「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあわせて参照し

てください。 

  



—49—

 

◼ 理科

中学校

理 科

高等学校

理 科
選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

物理学 物理学

選択

必修

【１】
物理学概論②

【１】・【２】い

ずれかの組み合

わせを満たすこ

と。

【２】
物理学Ⅰ② 物理学Ⅱ②

選択

物理学演習Ⅰ① 物理学演習Ⅱ① 量子力学②
熱・統計力学Ⅰ② 熱・統計力学Ⅱ② 熱力学Ⅰ②
電磁気学Ⅰ② 電子固体物性② 半導体基礎②
電気電子計測② 移動速度論②

化 学 化 学

選択

必修

【Ａ】
化学概論②

【Ａ】・【Ｂ】い
ずれかの組み合
わせを満たすこ
と。

【Ｂ】
物理化学基礎② 有機化学基礎② 無機化学基礎②

選択
基礎化学のデータ解析②
分析化学基礎② 化学熱力学② 有機反応機構②
錯体化学② 有機立体化学② 固体化学②

生物学 生物学
必修 生物学概論②

選択 生物化学基礎② 細胞生化学②

地 学 地 学 必修 地学概論②

物理学実験・化

学実験・生物学

実験・地学実験

「物理学実

験、化学実

験、生物学

実験、地学

実験」

必修 物理学実験①
中学校免許状取
得の場合は４科
目すべて修得す
ること。

高等学校免許取
得の場合は
１科目以上修得
すること。

必修 化学実験①

必修 生物学実験①

必修 地学実験①

各教科の指導法（情報通信技

術の活用を含む。）

必修 理科教育法Ⅰ② 理科教育法Ⅱ② 理科教育法Ⅲ②

中学

必修
理科教育法Ⅳ②

免許法上の最低修得単位数

■中学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）８単位を含む。）

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

※ 後掲の「 理工学部生における「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあわせて参照し

てください。
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 情報 

高等学校 

情  報 

選必 

授業科目名 

(科目名の丸付の数字は単位数です) 

備  考 

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項 

情報社会 

（職業に関する

内容を含む。） 

・情報倫理 

必修 情報社会倫理②   情報と職業②  

コンピュータ 

・情報処理 

必修 コンピュータ基礎②  

選択 

必修 

Ｃ++プログラミングⅠ②    プログラミングＣⅠ② １科目必修 

選択 

Javaプログラミング②     関数型プログラミング② 

情報理論②          Ｃ++プログラミングⅡ② 

Ｃ++プログラミング実験Ⅰ①  Ｃ++プログラミング実験Ⅱ①  

CAD/CAMⅠ②          アルゴリズムデザイン② 

機械学習②          応用機械学習② 

プログラミング言語②     ニューラルネットワーク② 

ソフトウェア設計②      並列分散処理② 

CAD/CAMⅡ②          プログラミングＣⅡ② 

サイエンスプログラミング②  電気制御シミュレーション② 

 

情報システム 

必修 データベース②   コンピュータシステム②  

選択 

人工知能②        ビッグデータ解析② 

デジタルシステム②    オペレーティングシステム② 

自然言語処理②      人工知能基礎② 

センサデータ処理② 

 

情報通信 

ネットワーク 

必修 情報通信②  

選択 ＩＰネットワーク②   Web技術②   情報セキュリティ②  

マルチメディ

ア表現・技術 

必修 メディア技術概論②  

選択 

ユーザインタフェース②   音声処理② 

画像処理②         CG技術② 

パターン認識②       シミュレーション基礎② 

デジタル信号処理②     音響工学② 

 

各教科の指導法

（情報通信技術の活

用を含む。） 

必修 情報科教育法Ⅰ② 情報科教育法Ⅱ②  

免許法上の最低修得単位数 

■高等学校教諭一種免許状 24単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。） 

※ 後掲の「12.理工学部生における「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあわせて参照し

てください。 
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◼ 工業

高等学校

工 業
選必

授業科目名

科目名の丸付の数字は単位数です
備 考

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

工業の関係科目

必修 工業概論②

選択

機械力学Ⅰ② インダストリアル・エンジニアリング②
材料力学Ⅰ② 流体力学Ⅰ② 機械工学実験②
人間工学② 電気回路Ⅰ② 電子回路Ⅰ②
制御工学Ⅰ② 電気電子工学実験②
応用化学実験Ⅰ② 応用化学実験Ⅱ② 応用化学実験Ⅲ②
ヒューマンファクターズ② ヒューマンインタフェース②
経済性工学Ⅰ② 機械力学Ⅱ② 機械加工学②
生産システム工学② 材料力学Ⅱ②
流体力学Ⅱ② 電気回路Ⅱ② ロボット工学②
電子回路Ⅱ② 化学工学基礎② 認知工学②
電力システム② パワーエレクトロニクス②
プラズマ理工学② 半導体工学② 電気電子材料②
材料化学② 金属材料工学② 感性工学②
電気機器② モーションコントロール②
集積回路② 電気化学② 生物資源工学②
分離工学② 生物医薬工学② 反応工学②
経済性工学Ⅱ② 制御工学Ⅱ②

職業指導 必修 職業指導②

各教科の指導法

（情報通信技術の活

用を含む。）

必修 工業科教育法Ⅰ② 工業科教育法Ⅱ②

免許法上の最低修得単位数

■高等学校教諭一種免許状 単位 （各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）４単位を含む。）

※ 後掲の「 理工学部生における「教科に関する専門的事項」の履修上の注意」をあわせて参照し

てください。
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 理工学部生における「教科に関する専門的事項」の履修上の注意

◼ 高等学校一種の数学、理科、工業の免許状取得における所要資格の特例（教育職員免許法施行規

則第５条の表備考第５号・第６号）

数学、理科または工業の高等学校免許状を取得する場合は、規定により、「教育の基礎的理解に関

する科目等」、「教科の指導法」の単位の一部を「教科に関する専門的事項」の単位から振り替える

ことができます。 
詳しくは教職課程センターに問い合わせてください。 
ただし、この規定は、次の免許状を取得する場合には適用されません。 

 中学校一種免許状（数学、理科の両方）

 高等学校一種免許状のうち「情報科」の免許状

◼ 「職業指導」、「情報と職業」の履修について

これらの科目は教員免許状取得のため、学科の科目を補うために開講されています。したがって、

卒業に必要な修得単位数として算入されません。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

介護等の体験



 



—55—

 

介護等の体験 

1. 介護等の体験とは 

1998 年４月から施行の「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例

等に関する法律」に基づき、小・中学校の免許状取得には「介護等の体験」が義務付けられていま

す。 

「特別支援学校」及び高齢者施設などの「社会福祉施設」で計７日間の体験を行います。この体

験では、教員になろうとする者が社会的に弱い立場にある人々についての理解を深め、相手の立場

に立ってかかわることを体験し、共に生きる社会を実現する役割を自覚し、児童生徒の指導にそれ

を生かしていくこととされています。 

2. 体験の概要 

 実施年次 原則として３年次（３年次に体験できなかった場合は、４年次でも可） 

 対象者 中学校免許状取得希望者 

 体験日数 特別支援学校２日間、社会福祉施設５日間の計７日間 

 体験先・内容 

 体験先 体験内容 

特別支援学校 東京都内の特定の公立特別支援学校 

小学部～高等部の通常授業の補助や行

事の手伝い 

社会福祉施設 

東京都社会福祉協議会の調整により

割り当てられた社会福祉施設 

高齢者施設での介護、介助、レクリエー

ションの補助や障害者施設での作業補

助等 

 

 体験費用 社会福祉施設での体験には東京都社会福祉協議会が定める体験費用が必要です。 

 一度納入した費用はいかなる場合でも返金できません。また、何らかの理由で体験

  を辞退し、次年度に体験を行う場合は、再度納入が必要となります。 

3. 事前指導科目の履修 

介護等の体験を行うためには事前指導科目「特別支援教育概論」の単位をすでに修得しているか、

体験を開始する年度に履修しなければなりません。 

この科目は、「教育の基礎的理解に関する科目」の「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒

に対する理解」の単位になります。 
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4. スケジュール 

「介護等の体験」の主なスケジュールは次のとおりです。手続き日程や注意事項等の詳細につい

てはガイダンスや掲示にてお知らせしますので、見落としのないようにしてください。 

 体験登録までの手続き（特別支援学校、社会福祉施設共通） 

２ 年 次（体験前年度） 

12 月 

□ 

介護等の体験 

第１回ガイダンス 

介護等の体験の概要・趣旨、スケジュール説明 

□ 感染症予防ガイダンス 

感染症予防および「予防接種・感染症等に関する状

況報告書」の説明 

１月 □ 

「介護等の体験希望調査」・

「予防接種・感染症等に関

する状況報告書」提出 

上記ガイダンスの欠席、左記の調査未回答、報告書

未提出のいずれかがある場合には、３年次での本

申請はできません。 

３ 年 次（体験年度） 

３月 □ 

介護等の体験 

第２回ガイダンス 

「介護等の体験希望調査」・「予防接種・感染症等に

関する状況報告書」提出者対象 

・本申請に関する説明 

・諸手続き・事前指導等に関する説明 

４月 

□ 介護等の体験参加本申請 これを行わないと、体験を行うことはできません。 

□ 定期健康診断の受診 大学で実施される健康診断を必ず受診すること 

 

 特別支援学校での体験 

３ 年 次（体験年度） 

４月 

□ 事前指導 

・体験にあたっての心構えや健康診断受診要領に

ついての事前指導 

□ 「事前レポート」提出 ・体験における目標をまとめたレポートの提出 

５月

中旬 

□ 体験校発表 ・ポータル掲示にてお知らせ 

□ 

体験日程希望調査 

体験日時の発表 

・体験校から割り当てられた体験日程から、２日

間の体験日程を希望調査 

体験 

２週間

前まで 

□ 健康診断受診 

・体験時期によっては改めて外部の医療機関で健

康診断を受診 

□ 直前打ち合わせ ・体験の前に体験グループごとに直前打ち合わせ 

５月 

以降 

 特別支援学校での体験（２日間） 

体験 

終了後 

□ 「終了レポート」提出 ・体験終了後２週間以内にレポートの提出が必要 

□ 証明書の発行・保管 ・大学が作成し、体験校の校長印を受ける 
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 社会福祉施設での体験 

３ 年 次（体験年度） 

４月 

□ 体験不可能週アンケート 

・体験ができない週をあらかじめ調査し、結果をも

とに大学から東京都社会福祉協議会へ体験申請 

□ 体験費用納入 ・費用の詳細はガイダンスで説明 

６～７

月 

□ 体験受入れ決定 ・ポータル掲示にてお知らせ 

□ 事前指導 

・体験にあたっての心構えや、注意事項について

等の事前指導 

・施設から届いた「受入れ連絡票」配布 

□ 

「個人票」・「事前レポート」 

提出 

・提出された「個人票」は大学から各体験施設へ

送付 

・「事前レポート」は体験における目標をまとめる 

□ 体験準備 ・体験先から指示のあった各種検査の受診など 

８月

～ 

社会福祉施設での体験（５日間） 

体験 

終了後 

□ 「自己評価票」提出 ・体験終了２週間以内に「自己評価票」提出 

□ 証明書の発行・提出 ・体験終了２週間以内に「証明書」提出 

5. 健康管理 

介護等の体験を行うにあたり、体験先施設の方々や、児童・生徒の皆さんの健康を守るためにも、

自身の健康管理には十分注意してください。４月に大学で行われる定期健康診断は必ず受診し、体

験前や体験中の健康状態にも十分気を付けてください。 

なお、感染症予防ガイダンス後に提出する「予防接種・感染症等に関する状況報告書」は、感染

症の罹患歴や予防接種歴を確認するため、及び感染症流行時に迅速な対応をするためのものです。

記載内容に変更があった場合は、教職課程センターまで申し出てください。また、体験が終了する

まで大切に保管してください。 

6. 体験期間中の授業欠席 

介護等の体験の期間中は、授業を欠席しなければなりません。その場合には、教職課程センター

で配付する「教職課程・中学校教員免許状取得のための「介護等の体験」参加に伴う授業の出席の

取り扱いについて（願）」を授業担当の先生に提出してください。 

ただし、この願い出は、公欠ではなく、あくまで「届出」であり、この取り扱いについては、授

業担当の先生の判断に任されます。  
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7. 証明書 

体験終了後に特別支援学校および社会福祉施設から「体験証明書」が発行されます。 

証明書は、特別支援学校と社会福祉施設で、それぞれ発行方法が異なります。 

・特別支援学校の場合 

大学が一括して学校に作成を依頼します。 

・社会福祉施設の場合 

体験時に各自が、大学が作成した書式を持参します。体験終了後、体験施設から必要事項の

記入および公印を受けてください。 

 

それぞれの証明書は、中学校の免許状を申請する際（４年次後期）に必要となるため、大学で保

管し、卒業時に返却します。なお、紛失した場合は再発行できませんので、返却後は大切に保管し

てください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

教育実習
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教育実習 

1. 概略 

教育実習は、原則として中学校あるいは高等学校で教育実習生として出校し、教師の立場に立っ

て教育のあらゆる活動に実際に参加して、実習先の先生から直接指導を受けるものです。 

教育実習期間中はその学校の職員に準じてフルタイムで「勤務」することになります。欠勤、遅

刻、早退はしないようにしてください。 

2. 実習先・期間・時期 

 実習先 

原則として、各自で出身校に教育実習の受け入れをお願いします。ただし、公立学校で教育実

習を行う場合、自治体によっては出身校での実習を禁止していることがあります（主に東京都公

立中学校）。 

実習校の決め方の詳細は「６．実習校の決め方」を確認してください。 

 実習期間 

３週間（120 時間）以上。 

ただし、高等学校免許状のみの取得の場合は、２週間（60時間）以上。 

（３週間以上の教育実習を行う場合） 

 出身校の個人依頼校または大学斡旋で決まった実習校で３～４週間の教育実習を行います。 

 ４年次に「教育実習（中・高）」を履修します。 

（２週間で教育実習を行う場合） 

 高等学校、中学校のいずれかの個人依頼校で２週間以上の教育実習を行います。 

 ４年次に「教育実習（高）」を履修します。 

 中学校の免許状は取得できません。 

 実習時期 

５月下旬～６月にかけて実施する実習校が多く、９月以降に実習を行うのは例年１割程度です。 

なお、教育実習期間中は大学の授業を受けられません。欠席の取り扱いについては「11.教育実

習期間中の授業欠席」を確認してください。 

教育実習期間中は就職活動を行ってはいけません。 

一般企業への就職活動時期と教育実習時期が重複する場合が非常に多くあります。 

教職課程では、一般企業への就職活動を理由とする辞退、教育実習時期の変更や、実習への

欠席を一切認めていません。これは実習を受け入れていただく実習校に迷惑がかかるからで

す。 

一般企業への就職で迷っている場合は、よく考え、教育実習をやり遂げる意思を固めたうえ

で、教育実習申請を行ってください。 
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3. 教育実習に関する科目の履修 

 教育実習に関する科目とは 

免許状を取得するには、教育実習に関する科目を、中学校の場合は６単位、高等学校の場合は

４単位の修得が必要です。 

教育実習のために履修する科目は、次のとおりです。 

年次 授業科目名 校種 実習期間・時間数 授業内容 

３年次 教育実習論 中学・高校共通  事前指導科目 

４年次 

教育実習（中・高） 中学・高校共通 

３～４週間 

（120 時間以上） 事前・事後指導

を含む 

教育実習（高） 高校のみ取得の場合 

２週間 

（60 時間以上） 

 

 履修要件（教育実習派遣要件） 

４年次配当「教育実習（中・高）」または「教育実習（高）」を履修し、教育実習を行うために、

それまでに修得しなければならない科目を定めています。 

不足がないよう十分に注意して、履修計画を立てるようにしてください。 

詳細は前掲の『教育の基礎的理解に関する科目等』の『各科目の注意事項』にある「４．「教育

実習（中・高）」または「教育実習（高）」（４年次配当）」を参照してください。 
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4. スケジュール 

教育実習に向けた主なスケジュールは次のとおりです。手続き日程や注意事項等の詳細について

はガイダンスやポータル掲示にてお知らせしますので、見落としのないようにしてください。 

 

２年次（実習前々年度） 

後期 □ ２年次特別講演会 
教職課程の履修について４年次生からの報

告・アドバイス 

３年次（実習前年度） 

３月 
□ ３年次教職課程ガイダンス 実習申請に関する説明 

□ 「教育実習論」履修申請  

４月上旬 □ 実習校へ内諾依頼 依頼方法は次ページを参照 

４月～ 

５月 
□ 「教育実習申請書」 提出 

教育実習希望先から口頭内諾を得た学生は、

教職課程センターへ教育実習申請書を提出 

後期 

□ 「教育実習論」履修 
４年生による教育実習報告 

教員採用試験合格者からの講話 

□ ３年次特別講演会 

教員に就職した卒業生からの、教育実習生に

望むこと、教員を目指す学生へのアドバイ

ス、教員生活における体験談についての講話 

12 月 □ 
感染症予防ガイダンス 

「感染症・予防接種記録」提出 

実習前に感染症予防の正しい知識を身に付

け、十分な対策を取るためのガイダンス 

２月～ 

３月 

□ 実習校への挨拶 
教育実習前の実習校訪問 

（東京都公立学校で実習を行う場合は必須） 

４年次（実習年度） 

３月 

□ ４年次教職課程ガイダンス 実習に関する書類等の説明 

□ 

「教育実習（中・高）」または 

「教育実習（高）」履修申請 

 

４月 

□ 教育実習費納入 

詳細は４年次教職課程ガイダンスで説明 

□ 「教育実習生台帳」提出 

４月～ 

５月 

□ 教員採用試験受験申込 

公立学校で教育実習を行う場合、当該都道府

県・市区の教員採用試験の受験を義務付けて

いることがあるので注意 

実習前 □ 実習校への訪問 事前の挨拶と書類の提出 

５月～ 

11 月 

教育実習 

後期 □ 「教職実践演習（中・高）」履修  
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5. 教育実習申請 

４年次に教育実習を行うためには、前年度の４月～５月に実習校を決定し、教職課程センターに

「教育実習申請書」を提出する必要があります。 

実習先によっては、附属校・系列校からの実習者・本学以外の卒業生等が集中し、すぐに締め切

りになる場合がありますので、４月中に手続きを行ってください。 

大学への申請手続きの詳細等については、３年次教職課程ガイダンスで説明します。 

教育実習が決まった後は、いかなる理由でも辞退はできません。実習校決定後に教育実習を取

りやめることは、単に個人的な問題ではありません。実習校、教育委員会に迷惑をかけ、成蹊大

学にとっては信用問題となり、後輩に悪い影響を及ぼしかねません。 

 例年、実習校決定後に個人的な理由により辞退を申し出る学生が多発しています。また、教員

採用試験を受験するか、教員志望であるかを問われます。改めて自身の進路を熟考し、教育実習

をやり遂げる意思を固めたうえで申請を行ってください。 

 

6. 教育実習校の決め方 

 実習校決定の流れ 

次の図を参考にして、希望する実習校に当てはまる決定までの流れを確認してください。 

 

※教育実習校は、中学校・高等学校の両方の免許状を取得希望の場合でも、中学校・高等学校の

片方の免許状を取得希望の場合でも、中学校、高等学校どちらか一方で構いません。義務教育

学校後期課程、中等教育学校でも問題ありません。 

※私立学校の場合、中学校と高等学校とにまたがって教科を担当することがあります。
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7. 個人依頼による実習先の確保（東京都公立中学校以外） 

実習前年度の４月～５月に各自が、出身校や親しい先生のいる学校など、縁故のある学校を訪問

して教育実習の受け入れを依頼します。これを「個人依頼」といいます。口頭内諾を得たら速やか

に「教育実習申請書」を提出してください。 

出身校で教育実習を受け入れられなかった場合、居住地の近隣の学校、もしくは家族や親せきで

教員をされている方に実習校を紹介してもらうなど、できるだけ自身で実習校を決めてください。 

 

 公立学校で実習を希望する場合 

東京都内公立学校 

① 公立中学校の場合 

以下 8.のとおり、東京都公立中学校での教育実習は、出身校では行わず、出身校のある区

市町村内の別の中学校で教育実習を行います。その際、出身校では、事前相談、受付等を

行う場合がありますので、一度出身校に連絡を取り、当該区市町村の教育実習の受入れに

ついて確認するようにしてください。その後の手続きについては「8.東京都公立中学校で

実習を行う場合の手続き方法」を確認してください。 

② 都立高校の場合 

出身校に個人依頼を行い、口頭内諾を得たうえで、「教育実習申請書」を提出してください。 

 

東京都以外 

 出身校等に個人依頼を行い、内諾を得た段階で、担当の先生に教育委員会等への手続きの有

無、関係書類の有無と手続きの方法・期日などを確認してください。 

 教育委員会によって手続きが様々なため、自分で責任を持って確認し、教職課程センターに

「教育実習申請書」を提出してください。 

 

 私立学校で実習を希望する場合 

 出身校等に個人依頼を行い、内諾を得た段階で、担当の先生に大学からの書類提出の有無と

期日などを確認してください。 

 中高一貫校で、内諾を得た段階でどちらの学校を担当するか分かっている場合は、その旨を

「教育実習申請書」に記入してください。 

 

8. 東京都公立中学校で実習を行う場合の手続き方法 

東京都内の公立中学校での教育実習は、出身校以外の中学校（同一区市町村）で教育実習を行い

ます。その際、出身校では、事前相談・受付等を行う場合がありますので、一度出身校に連絡を取

り、当該区市町村の教育実習の受入れについて確認するようにしてください。その確認を行った後、

「教育実習申請書」を提出してください。 

 これを行わない場合、教育実習校決定や教育実習に影響が出る場合があります。 

 実習校決定に向けた手続きは次のとおりです。 
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時期 内容 

４月中 出身校に連絡、当該区市町村での教育実習の受入れについて確認 

４月～５月 「教育実習申請書」提出 （出身中学校を記入） 

９月頃 大学から東京都教育委員会へ実習申請 

12 月頃 教育実習校決定 

２月～３月 実習校決定後、速やかに実習校へ連絡する 

 

9. 個人依頼で受け入れが不可だった場合（大学斡旋） 

個人依頼で受け入れが不可だった場合には、大学が都内の公立中学校または大学と連携協定を結

んでいる学校等に依頼して実習を行う「大学斡旋」を希望できます。 

大学斡旋を希望する場合は、教職課程センターに申し出てください。 

実習期間は３週間以上で行い、実習時期を選ぶことは出来ません。 

実習校の決定は 12 月頃の予定ですが、手続きの関係で、一部の学生は２月に決定することもあ

ります。 

※ 大学斡旋の場合、実習先が確保される保証はありません。可能な限り「７．個人依頼による

実習先の確保（東京都公立中学校以外）」にしたがって、自己開拓に努めてください。 

10. 実習教科に関する注意事項 

実習する教科について、学部・学科によって、次のような注意が必要です。 

 経済学部・法学部・国際文化学科・現代社会学科・経営学部 

取得しようとする校種・教科で教育実習をするのが望ましいです。 

ただし、実習先によっては次のように取得希望でない教科で実習するよう指示を受ける場合も

あります。この場合は、取得希望でない教科であっても十分に準備し、実習に支障をきたさない

ようにしてください。 

（例） 

・地理歴史科のみの免許状取得希望者→中学校社会（公民分野）あるいは高等学校公民 

・公民科のみの免許状取得希望者→中学校社会（地理歴史分野）あるいは高等学校地理歴史 

 理工学部 

高等学校の情報科および工業科では、教育実習先が非常に少ないため、情報科または工業科の

み免許状を取得しようとする場合は、実習先が見つからず、実習ができない事態が生じます。 

このことを避けるため、「数学」または「理科」の免許状をできる限り取得するようにし、教育

実習はなるべく「数学」または「理科」で行うようにしてください。 
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11. 実習期間中の授業欠席 

実習期間中は、授業を欠席しなければなりません。その場合には、教職課程センターで配付する

「「教育実習」参加に伴う授業の出席の取り扱いについて（願）」を授業担当の先生に提出してくだ

さい。 

ただし、この書類はあくまで「届出」です。取り扱いについては、授業担当の先生の判断に任さ

れます。 

 

12. 派遣取り消しについて 

次にあげる事項に不備があった場合、大学として教育実習への派遣を取り消すことがあります。 

① ２・３・４年次の履修登録 

② 実習の要件となる科目の単位の修得 

③ ４年次の教育実習費の納入 

④ 「特別講演会」など、参加を義務づけている行事の参加 

⑤ 教職に関する提出物（申請書、報告書、課題レポートなど）の期限内提出 

⑥ 「教育実習論」および「教育実習」の授業の出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

免許状申請
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免許状申請 

 一括申請について

免許状は一般的に居住地都道府県の教育委員会で交付されます。 
本来は個人で申請するものですが、３月に大学を卒業する人については、大学が東京都教育委員

会に一括で申請し、免許状の交付を受けています。 

 対象者

卒業（修了）年度末に免許状を取得見込みの者 
 

 手続きのスケジュール

手続き方法・日程の詳細は４年次教職課程ガイダンス、および随時ポータル掲示にてお知らせし

ます。 
手続き期限を過ぎた場合、一括申請の対象外となりますので、期限を必ず守るようにしてくださ

い。 
 

時期 手続き内容

４月 「教育職員免許状申請書」提出 
月 免許状申請手続き（提出書類への署名、手数料納入など） 

学位授与式当日 免許状交付 
 

 注意事項

一括申請の手続きを行わない場合は、卒業時に免許状が交付されません。 
その場合、各自で個人申請により免許状を取得することができますが、在住の都道府県の教育委

員会に数度出向いて手続きを行う必要があるほか、２～４月の期間は一括申請の取り扱いに伴い、

教員採用内定がある者のみの受け付けとなることがあります。 
東京都教育委員会では一括申請を推奨していますので、手続きに遅れることがないように注意し

てください。 
  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
  大学院の教職課程

履修ガイド
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履修について 

1. 取得可能な免許状 

本学大学院で取得できる免許状は次のとおりです。 

研究科・専攻名 中学校教諭専修免許状 高等学校教諭専修免許状 

理工学研究科 理 工 学 専 攻 

数学または理科の 

いずれか１教科 

数学または理科の 

いずれか１教科 

経済経営研究科 

経 済 学 専 攻 

社 会 公 民 

経 営 学 専 攻 

法学政治学研究科 

法 律 学 専 攻 

社 会 公 民 

政 治 学 専 攻 

文学研究科 

英 米 文 学 専 攻 英 語 英 語 

日 本 文 学 専 攻 国 語 国 語 

社会文化論専攻 社 会 

地理歴史または公民の 

いずれか１教科 

2. 履修方法 

専修免許状を取得するためには、学部で取得できる各教科の一種免許状を取得している、または

一種免許状取得のための所要資格を充たしていることが前提になります。 

次の中から該当するケースを確認し、正しい履修方法を選んでください。 

 

 大学（本学・他大学とも）の学部在学中に一種免許状を取得している場合 

① 学部在学中に取得した一種免許状の教科と、大学院所属専攻で取得できる専修免許状の教科

が同じ場合 

後掲の「専修免許状取得に必要な大学院の授業科目・単位」のとおり、大学院の開講授業科

目から 24単位以上を修得し、博士前期課程を修了してください。学部における教職に関係する

科目を履修する必要はありません。 

免許状取得状況を確認しますので、専修免許状の取得を希望する前年度末までに授与された

一種免許状の写しを教職課程センターに提出してください。 

② 学部在学中に取得した一種免許状の教科と、大学院所属専攻で取得できる専修免許状の教科

が異なる場合 

学部在学中に取得した教科の専修免許状は取得できません。 

専修免許状を取得したい場合には、大学院所属専攻の基礎となる学部・学科で取得できる教

科の一種免許状を取得した上で、所属専攻における専修免許状取得に必要な単位を修得しなけ

ればなりません。 

（例）経済学部（一種免許状取得教科：社会）卒業で、文学研究科英米文学専攻（専修免許状 

取得可能教科：英語）へ進学した場合、社会の専修免許状は取得できません。 
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 大学（本学・他大学とも）の学部在学中に一種免許状を取得していない場合 

① 在籍した学部・学科で取得できる免許状の教科と、大学院所属専攻で取得できる免許状の教

科が同じ場合 

一種免許状取得に必要な学部開講科目を履修してください。単位が修得でき次第、一種免許

状を取得できます。また、大学院博士課程修了時に、所属専攻における専修免許状取得に必要

な単位数を修得していた場合、専修免許状が取得できます。 

なお、教職課程を大学院ではじめて履修する場合、２年以上の履修が必要になります。 

（他大学出身者の場合） 

他大学出身者は、履修指導上、教職課程に関する出身大学が作成する学力に関する証明書（単

位修得証明書）が必要となりますので、用意の上、履修登録の前に教職課程センターへ来室し

てください。免許法のうえでは他大学で修得済みの科目であっても、本学の教職課程の指導方

針等により、本学での開講科目で重ねて履修しなければならない場合があります。 

② 在籍した学部・学科で取得できる免許状の教科と、大学院所属専攻で取得できる免許状の教

科が違う場合 

③ 在籍した学部・学科で教職課程の認定がなかった場合 

所属する研究科・専攻の基礎となる学部・学科で取得できる教科の一種免許状を取得するこ

とは可能です。また、これをもとに専修免許状の取得も可能です。 

ただし、学部の開講科目を一からすべて修得しなければならないので、博士前期課程の２年

間だけで免許状を取得することは極めて難しいです。 

教職課程の履修にあたっては、大学院の指導教授とよく相談するとともに、取得希望の場合

には３年程度の期間を見ておいてください。 

3. 教職課程履修までの流れ 

大学院生で大学の教職課程を履修する場合の履修までの流れは次のとおりです。（学部在学中に

一種免許状を取得し、大学院所属専攻で取得できる専修免許状の教科が同じ場合は、「２．履修方法」

を確認してください。） 

（１） 事前履修指導 

教職課程の履修にあたり、履修が必要な科目等について事前履修指導を行います。 

大学院生が教職課程の履修を希望する場合は必ず事前履修相談を受けてください。 

事前履修相談の際は、学部在学中の成績表（成蹊以外の大学出身者は「学力に関する証明書

（教職に関する単位修得証明書）」、履修要項・要覧など）を持参し、教職課程センターに来室

してください。 

（２） 教職課程を履修するにあたって（選考等） 

教職課程の履修にあたり、教職課程の教員と面接を行います。 

ただし、本学からの内部進学者で、学部在学中から継続して教職課程を履修している場合等

については、面接が免除される場合があります。  
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（３） 教職課程登録について 

事前履修指導にて指定された年度始めのガイダンスに出席し、教職課程登録をしてください。

教職課程登録の際には、指定期間中に所定の教職課程履修費を納入する必要があります。 

ただし、本学の学部在学中に教職課程登録を行ったか、または一種免許状を取得済みで学部

の教職課程に必要な科目の履修や教育実習を行う必要がない場合は、教職課程登録を行う必要

はありません。 

（４） 履修上の注意 

・ 教職課程の科目は大学学部等の科目です。そのため、大学院の履修とは別に「（学部）の科   

目等履修生」として、教職課程の科目を履修することになります。 

科目等履修生として２年目以降も引き続き教職課程の科目を履修する場合は、改めて履修

登録が必要となります。 

・ 学部開講の教職課程科目を履修する大学院生には、大学院の学籍番号とは別の科目等履修 

生用の学籍番号を発行します。 

科目等履修生で履修する科目の授業の出席、試験、レポート等については、科目等履修生

の学籍番号を使用します。 

科目等履修生の学籍番号は、教職課程の履修が終了するまで変更しません。 

・ 学部開講の教職課程科目を履修する場合には、大学院の学修に支障が出ない範囲での履修 

が原則となりますので、教職課程センターにおける履修相談を受け、大学院の指導教員と

よく相談し、許可を得たうえで履修登録してください。 

（履修申請用紙には指導教員の署名が必要となりますので、必ず署名を受けてください。） 

（５） 教職課程の履修登録と履修の許可について 

教職課程の履修登録は、原則として大学院での授業科目と一緒に授業開始後に行いますが、

ポータル、LMS（Course Power など）を１回目の授業から利用できるようにするため、授業開

始前までに教職課程の履修科目を教職課程センターに申告してください。申告の方法について

は、別途指示します。 

4. 理工学研究科での専修免許状取得について 

理工学研究科理工学専攻では、「数学（中高）」または「理科（中高）」の専修免許状が取得できますが、

専修免許状取得の場合、該当教科の一種免許状を取得した上で、修了に必要な単位数を大きく超えて理

工学専攻の科目を履修しなければならないこと、所属コースによってはコース科目に数学（または理科）

の科目が全くない場合があることから、複数教科の専修免許状の取得はできません。 

専攻ごとに取得可能な専修免許状の教科は次のとおりです。 

コース 数学 理科 注意事項 

デ ー タ 数 理 ○  コースに理科の科目なし 

コンピュータ科学 ○  コースに理科の科目なし 

機 械 シ ス テ ム ○ ○ 共通選択、他コースの科目の履修が必要な場合あり 

電 気 電 子 ○ ○ 共通選択、他コースの科目の履修が必要な場合あり 

応 用 化 学  ○ コースに数学の科目なし 
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専修免許状取得に必要な大学院の授業科目・単位 

 理工学研究科 理工学専攻

各教科の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から 単位以

上修得し、博士前期課程を修了することが必要です。 

中学校

高等学校
授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

数
学
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

プログラム理論特論Ⅰ② プログラム理論特論Ⅱ② イメージメディア特論②

自然言語処理特論Ⅰ② 自然言語処理特論Ⅱ② 統計学特論Ⅰ②

統計学特論Ⅱ② 最適化特論Ⅰ② 最適化特論Ⅱ②

アルゴリズム特論Ⅰ② アルゴリズム特論Ⅱ②

コンピュテーション特論Ⅰ② コンピュテーション特論Ⅱ②

オペレーションズリサーチ特論Ⅰ② オペレーションズリサーチ特論Ⅱ②

プラズマエネルギーデザイン特論Ⅰ② プラズマエネルギーデザイン特論Ⅱ②

振動音響学特論Ⅰ② 振動音響学特論Ⅱ② 流体力学特論Ⅰ②

流体力学特論Ⅱ② 知能システム特論Ⅰ② 知能システム特論Ⅱ②

ロボット工学特論Ⅰ② ロボット工学特論Ⅱ② 応用数学特論Ⅰ②

応用数学特論Ⅱ② 表現技術特論② 画像センシング特論②

データ解析特論② 知能情報特論Ⅰ② 知能情報特論Ⅱ②

パターン認識特論Ⅰ② パターン認識特論Ⅱ②

コンピュータシステム特論Ⅰ② コンピュータシステム特論Ⅱ②

通信工学特論Ⅰ② 通信工学特論Ⅱ② 知的インタフェース特論Ⅰ②

知的インタフェース特論Ⅱ② 音声情報特論Ⅰ② 音声情報特論Ⅱ②

ソフトウェア特論② 映像通信特論② ヒューマンファクターズ特論Ⅰ②

ヒューマンファクターズ特論Ⅱ② 情報メカトロニクス特論Ⅰ②

情報メカトロニクス特論Ⅱ②

理
科
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

電気化学特論Ⅰ② 電気化学特論Ⅱ② ナノ物性特論Ⅰ②

ナノ物性特論Ⅱ② データ駆動計測特論Ⅰ② データ駆動計測特論Ⅱ②

量子力学特論Ⅰ② 量子力学特論Ⅱ② 有機化学特論Ⅰ②

有機化学特論Ⅱ② 無機化学特論② 生体分子化学特論Ⅰ②

生体分子化学特論Ⅱ② 物性化学特論② 生体環境電気工学特論Ⅰ②

生体環境電気工学特論Ⅱ② 生物化学特論Ⅰ② 生物化学特論Ⅱ②

環境材料特論Ⅰ② 環境材料特論Ⅱ② 環境工学特論②

金属材料工学特論Ⅰ② 金属材料工学特論Ⅱ② 伝熱工学特論Ⅰ②

伝熱工学特論Ⅱ② 生体医工学特論Ⅰ② 生体医工学特論Ⅱ②

人間工学特論Ⅰ② 人間工学特論Ⅱ② 電子材料プロセス特論Ⅰ②

電子材料プロセス特論Ⅱ② 超伝導特論Ⅰ② 超伝導特論Ⅱ②

パワーエレクトロニクス特論Ⅰ② パワーエレクトロニクス特論Ⅱ②

生命化学特論Ⅰ② 生命化学特論Ⅱ②
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 経済経営研究科

① 経済学専攻

各教科の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から 単位以

上修得し、博士前期課程を修了することが必要です。

中学校 社会

高等学校 公民
授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

社
会
お
よ
び
公
民
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

経済経営基礎演習② 経済課題研究Ⅰ② 経済課題研究Ⅱ②

ミクロエコノミクス基礎研究② マクロエコノミクス基礎研究②

企業経営基礎研究Ⅰ② 企業経営基礎研究Ⅱ② 経済経営史基礎研究②

経営戦略研究② 戦略支援ツール研究② 消費者行動研究②

マーケティング研究② 産業組織と企業戦略② 社会心理学研究②

組織行動研究② 人間情報処理研究② 人的資源管理研究②

財務会計研究② 管理会計研究② 国際会計研究②

租税法基礎研究② 法人税法研究② 公共経済学研究②

地方公共政策研究② 環境問題研究② 環境マネジメント研究②

福祉問題研究② 資産選択理論研究②

コーポレートファイナンス研究② 証券市場研究②

現代金融システム研究② ミクロエコノミクス研究②

マクロエコノミクス研究② 上級理論研究② 上級税務研究Ⅰ②

上級税務研究Ⅱ②

② 経営学専攻 
各教科の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から 単位以

上修得し、博士前期課程を修了することが必要です。

中学校 社会

高等学校 公民
授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

社
会
お
よ
び
公
民
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

経済経営基礎演習② 経営課題研究Ⅰ② 経営課題研究Ⅱ②

ミクロエコノミクス基礎研究② マクロエコノミクス基礎研究②

企業経営基礎研究Ⅰ② 企業経営基礎研究Ⅱ② 経済経営史基礎研究②

経営戦略研究② 戦略支援ツール研究② 消費者行動研究②

マーケティング研究② 産業組織と企業戦略② 社会心理学研究②

組織行動研究② 人間情報処理研究② 人的資源管理研究②

財務会計研究② 管理会計研究② 国際会計研究②

租税法基礎研究② 法人税法研究② 公共経済学研究②

地方公共政策研究② 環境問題研究② 環境マネジメント研究②

福祉問題研究② 資産選択理論研究②

コーポレートファイナンス研究② 証券市場研究② 現代金融システム研究②

ミクロエコノミクス研究② マクロエコノミクス研究② 上級理論研究②

上級税務研究Ⅰ② 上級税務研究Ⅱ②
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 法学政治学研究科

① 法律学専攻

各教科の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から 単位以

上修得し、博士前期課程を修了することが必要です。

中学校 社会

高等学校 公民
授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

社
会
お
よ
び
公
民
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

憲法特殊研究Ⅰ② 憲法基本研究Ⅰ④

行政法特殊研究Ⅰ② 行政法基本研究Ⅰ④

民法特殊研究Ⅰ② 民法基本研究Ⅰ④

民法特殊研究Ⅱ② 民法基本研究Ⅱ④

商法特殊研究Ⅰ② 商法基本研究Ⅰ④

商法特殊研究Ⅱ② 商法基本研究Ⅱ④

刑法特殊研究Ⅰ② 刑法基本研究Ⅰ④

民事訴訟法特殊研究Ⅰ② 民事訴訟法基本研究Ⅰ④

刑事訴訟法特殊研究Ⅰ② 刑事訴訟法基本研究Ⅰ④

国際法特殊研究② 国際法基本研究Ⅰ④

労働法特殊研究Ⅰ② 労働法基本研究Ⅰ④

法哲学基本研究Ⅰ④ 法哲学基本研究Ⅱ④

英米法特殊研究② 英米法基本研究Ⅰ④

法社会学基本研究④ 知的財産権法基本研究Ⅰ④

② 政治学専攻

各教科の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から 単位以

上修得し、博士前期課程を修了することが必要です。

中学校 社会

高等学校 公民
授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

社
会
お
よ
び
公
民
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

政治学特殊研究Ⅰ② 政治学基本研究Ⅰ④

政治学特殊研究Ⅱ② 政治学基本研究Ⅱ④

政治学基本研究Ⅲ④ 政治学史特殊研究② 政治学史基本研究Ⅰ④

日本政治史特殊研究② 日本政治史基本研究④

西洋政治外交史特殊研究Ⅰ② 西洋政治外交史基本研究Ⅰ④

国際政治特殊研究Ⅰ② 国際政治基本研究Ⅰ④

国際政治特殊研究Ⅱ② 国際政治基本研究Ⅱ④ 国際政治基本研究Ⅲ④

アメリカ政治外交史特殊研究② アメリカ政治外交史基本研究④

行政学特殊研究Ⅰ② 行政学基本研究Ⅰ④

政治過程論特殊研究② 政治過程論基本研究④

比較福祉政治論特殊研究② 比較福祉政治論基本研究④

財政学特殊研究② 財政学基本研究④
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 文学研究科

① 英米文学専攻

英語の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から 単位以上

修得し、博士前期課程を修了することが必要です。

中学校

高等学校

英語

授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

英
語
の
教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

イギリス文学研究ＡⅠ② イギリス文学研究ＡⅡ② イギリス文学研究ＢⅠ②

イギリス文学研究ＢⅡ② イギリス文学研究ＣⅠ② イギリス文学研究ＣⅡ②

アメリカ文学研究ＡⅠ② アメリカ文学研究ＡⅡ② アメリカ文学研究ＢⅠ②

アメリカ文学研究ＢⅡ② アメリカ文学研究ＣⅠ② アメリカ文学研究ＣⅡ②

英語学研究ＡⅠ② 英語学研究ＡⅡ② 英語学研究ＢⅠ② 英語学研究ＢⅡ②

英語学研究ＣⅠ② 英語学研究ＣⅡ②

英語教育研究ＡⅠ② 英語教育研究ＡⅡ② 英語教育研究ＢⅠ② 英語教育研究ＢⅡ②

イギリス文学演習ＡⅠ② イギリス文学演習ＡⅡ② イギリス文学演習ＢⅠ②

イギリス文学演習ＢⅡ② イギリス文学演習ＣⅠ② イギリス文学演習ＣⅡ②

アメリカ文学演習ＡⅠ② アメリカ文学演習ＡⅡ② アメリカ文学演習ＢⅠ②

アメリカ文学演習ＢⅡ② アメリカ文学演習ＣⅠ② アメリカ文学演習ＣⅡ②

英語学演習ＡⅠ② 英語学演習ＡⅡ② 英語学演習ＢⅠ② 英語学演習ＢⅡ②

英語学演習ＣⅠ② 英語学演習ＣⅡ②

英語教育演習ＡⅠ② 英語教育演習ＡⅡ② 英語教育演習ＢⅠ② 英語教育演習ＢⅡ②

Ⅰ② Ⅱ②

イギリス文学コア・カリキュラムＡ② イギリス文学コア・カリキュラムＢ②

アメリカ文学コア・カリキュラムＡ② アメリカ文学コア・カリキュラムＢ②

批評理論コア・カリキュラムＡ② 批評理論コア・カリキュラムＢ②

英語学コア・カリキュラムＡ② 英語学コア・カリキュラムＢ②

英語教育コア・カリキュラムＡ② 英語教育コア・カリキュラムＢ②

 
② 日本文学専攻

国語の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から 単位以上

修得し、博士前期課程を修了することが必要です。

中学校

高等学校

国語

授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

国
語
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

古典文学共通講義Ａ② 古典文学共通講義Ｂ② 近代文学共通講義Ａ②

近代文学共通講義Ｂ② 日本語学共通講義Ａ② 日本語学共通講義Ｂ②

文献資料共通講義Ａ② 文献資料共通講義Ｂ②

古代文学研究ＡⅠ② 古代文学研究ＡⅡ② 古代文学研究ＢⅠ② 古代文学研究ＢⅡ②

中世文学研究Ⅰ② 中世文学研究Ⅱ② 近世文学研究Ⅰ② 近世文学研究Ⅱ②

近代文学研究ＡⅠ② 近代文学研究ＡⅡ② 近代文学研究ＢⅠ② 近代文学研究ＢⅡ②

日本語学研究ＡⅠ② 日本語学研究ＡⅡ② 日本語学研究ＢⅠ② 日本語学研究ＢⅡ②

古代文学演習ＡⅠ② 古代文学演習ＡⅡ② 古代文学演習ＢⅠ② 古代文学演習ＢⅡ②

中世文学演習Ⅰ② 中世文学演習Ⅱ② 近世文学演習Ⅰ② 近世文学演習Ⅱ②

近代文学演習ＡⅠ② 近代文学演習ＡⅡ② 近代文学演習ＢⅠ② 近代文学演習ＢⅡ②

日本語学演習ＡⅠ② 日本語学演習ＡⅡ② 日本語学演習ＢⅠ② 日本語学演習ＢⅡ②
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③ 社会文化論専攻

「地理歴史」「公民」両方の高等学校１種免許状を取得している場合、一度に取得することのできる

高等学校専修免許状は「地理歴史」か「公民」のいずれかに限られます。

各教科の一種免許状取得のための所要資格を充たしたうえ、次の表に掲げる科目から教科ごとに

単位以上修得し、博士前期課程を修了することが必要です。

中学校
必要

単位
高等学校

必要

単位
授業科目名（科目名の丸付の数字は単位数）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

社
会
の
教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

地
理
歴
史
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

欧米文化研究Ⅰ② 欧米文化研究Ⅱ②

国際社会文化研究Ⅰ② 国際社会文化研究Ⅱ②

文化人類学研究Ⅰ② 文化人類学研究Ⅱ②

歴史研究ＡⅠ② 歴史研究ＡⅡ②

歴史研究ＢⅠ② 歴史研究ＢⅡ②

女性史・ジェンダー研究Ⅰ② 女性史・ジェンダー研究Ⅱ②

欧米文化演習Ⅰ② 欧米文化演習Ⅱ②

国際社会文化演習Ⅰ② 国際社会文化演習Ⅱ②

文化人類学演習Ⅰ② 文化人類学演習Ⅱ②

歴史演習ＡⅠ② 歴史演習ＡⅡ②

歴史演習ＢⅠ② 歴史演習ＢⅡ②

女性史・ジェンダー演習Ⅰ② 女性史・ジェンダー演習Ⅱ②

公
民
の
教
科
及
び
教
科
の

指
導
法
に
関
す
る
科
目

社会学研究ＡⅠ② 社会学研究ＡⅡ②

社会学研究ＢⅠ② 社会学研究ＢⅡ②

社会学研究ＣⅠ② 社会学研究ＣⅡ②

メディア研究ＡⅠ② メディア研究ＡⅡ②

メディア研究ＢⅠ② メディア研究ＢⅡ②

地域福祉・ＮＰＯ研究Ⅰ② 地域福祉・ＮＰＯ研究Ⅱ②

社会学演習ＡⅠ② 社会学演習ＡⅡ②

社会学演習ＢⅠ② 社会学演習ＢⅡ②

社会学演習ＣⅠ② 社会学演習ＣⅡ②

メディア演習ＡⅠ② メディア演習ＡⅡ②

メディア演習ＢⅠ② メディア演習ＢⅡ②

地域福祉・ＮＰＯ演習Ⅰ② 地域福祉・ＮＰＯ演習Ⅱ②



 
 
 
 
 
 
 
  

学校図書館司書教諭課程
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学校図書館司書教諭課程 

1. 学校図書館司書教諭課程とは 

学校図書館司書教諭は、学校図書館の専門的職務を行う、学校図書館法で定められた資格です。

これは学校の教諭を充てるとされており、各教科の免許状を持った教員がさらに専門性を身につけ

た、という付加資格になります。 

学校図書館は、自発的、主体的な学習活動を支援し、情報活用能力を育て、教育課程の展開に寄

与する学習情報センターとしての機能と、読書活用や読書指導の場として、さらに想像力を培い学

習への興味・関心を呼び起こし豊かな心を育む読書センターとしての機能をもち、学校教育改革の

中核的な役割を担うことが期待されています。小学校、中学校、高等学校には司書教諭を置くこと

が義務付けられています。教諭はそのような図書館を管理運営し、諸活動を支援推進する職務を受

け持ちます。 

教員志望者は、在学中にこの課程を学ぶことにより、教育に必要な情報の収集・活用、読書指導

など、教師としての指導力の幅を広げることができます。 

なお、学外の一般の図書館司書の資格とは別の資格ですので、混同しないようにしてください。 

2. 学校図書館司書教諭の資格取得方法 

本学では、学校図書館法および学校図書館司書教諭講習規程に基づき、学校図書館司書教諭講習

規程第３条に定める科目に相当する授業科目を設置しています。 

学校図書館司書教諭の資格を取得するためには、次の条件を充たす必要があります。 

①卒業時に教育職員免許状の授与を受けるか、大学に２年以上在学して 62 単位以上を修得する

こと。 

②学校図書館司書教諭講習規程第３条に定める科目に相当する授業科目の単位を修得すること。 

③所定の学校図書館司書教諭講習修了申請手続きをすること。 

 

3. 学校図書館司書教諭課程の登録方法 

学校図書館司書教諭課程を履修するためには、教職課程の登録を行っていることが必要です。 

教職課程に登録している学生であれば、どの学部に所属している学生でも登録が可能です。 

 登録方法 

履修希望者は、２年次の教職課程登録時あるいは学校図書館司書教諭課程科目の履修を開始し

ようとする年度の始めに、所定の学校図書館司書教諭課程履修費を納入してください。 

※履修費の納入は在学中に１回のみです。継続して履修する場合でも、新たに履修費を納入する

必要はありません。 
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4. 学校図書館司書教諭講習規程に相当する授業科目 

学校図書館司書教諭講習規程第３条に定める科目と、その科目に相当する授業科目は次の表のと

おりです。いずれも必修科目です。 

 

学校図書館司書教諭 

講習規程の科目 

単位 左記に相当する本学授業科目 単位 

配当

年次 

必選 

学校経営と学校図書館 ２ 学校経営と学校図書館 ２ ２ 

必

修

科

目 

学校図書館メディアの構成 ２ 学校図書館メディアの構成 ２ ２ 

学習指導と学校図書館 ２ 学習指導と学校図書館 ２ ２ 

読書と豊かな人間性 ２ 読書と豊かな人間性 ２ ２ 

情報メディアの活用 ２ 情報メディアの活用 ２ ２ 

 

5. 修了証書申請手続き及び修了証書の交付方法 

学校図書館司書教諭講習科目の単位を修得し、あわせて免許状を授与された場合は、学校図書館

司書教諭講習規程第３条第２項の規定に基づき、東京学芸大学の学校図書館司書教諭講習を修了し

たことになり、修了証書の申請ができます。 

５科目 10単位すべてを修得した時期によって、申請時期や交付時期が異なります。 

 

 ３年次終了時までに上記の５科目 10 単位すべて修得した場合 

時期 内容 

３年次終了時まで 学校図書館司書教諭課程科目５科目 10 単位を修得 

４年次６月～７月 修了証書申請手続き 

学位授与式 修了証書交付 

※手続き日程等の詳細については掲示でお知らせします。 

 

 ４年次末で５科目 10 単位の修得が見込まれる場合 

時期 内容 

４年次 10月 

修了証書申請手続き 

（教育職員免許状一括申請手続きの際に行います。） 

卒業年６月～７月 学校図書館司書教諭講習申込書 提出 

卒業翌年３月 修了証書送付 

※卒業直後、修了証書を受け取る前に学校図書館司書教諭について履歴書に記載したいという場

合、「学校図書館司書教諭講習課程所定単位修得」などと記載すると良いでしょう。面接等で問

い合わせがあった場合には、「大学で現在手続きの途中であり、次の年の３月以降に修了証書が

手元に届く予定である」と回答してください。  
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6. 修了証書の効力 

修了証書には、「学校の教諭の免許状を有する者についてその効力を生じる」という記載があり

ます。このことは、本課程を修了し、修了証書を受けたとしても、「教員免許状」を持っていなけれ

ば効力はないものということを指します。本学で、この課程の履修にあたって、教職課程履修者で

あることを前提としているのはこのためです。 

学校図書館司書教諭の資格を得ようとする人は、本課程の修了をめざすと同時に、必ず教員免許

状を取得してください。 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

そ の 他
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「こども性暴力防止法」の対応について 

1. 「こども性暴力防止法」（正式名称：学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性

暴力等の防止等のための措置に関する法律）の成立 

令和 6（2024）年 6 月に、「こども性暴力防止法」（正式名称：学校設置者等及び民間教育保育等

事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律）が成立しました。令和 8（2026）
年 12 月 25 日に施行することになっています。 
この法律は、児童対象性暴力が児童の権利を著しく侵害し、児童等（学校に在籍する幼児、児童、

生徒等およびそれ以外の 18 歳未満の者）に対して心身に重大な影響を与えることを踏まえ、教育・

保育に関わる事業者に防止・対応の責務を課すことで、児童の健全な発達を支援することを目的と

しています。 
学校、児童福祉事業など教育・保育現場での児童対象性暴力を防止するため、教員・保育士等の

「特定性犯罪」に関する事実確認、児童対象性暴力の把握、相談体制の整備、教員等に対する防止

研修の実施等が義務化されることとなっています。 
 

2. 制度の対象 

この制度の対象は、事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で「支配性・継続性・閉鎖性」

があるか否かという観点から、対象事業・業務が規定されています。 
（１）対象となる事業者 

【全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある】 
学校（幼稚園、小中学校、高等学校など）、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設、など 

【国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う（義務ではない）】 
認可外保育所、放課後児童クラブ、民間教育事業（学習塾、スポーツクラブ等）、など 

（２）対象となる業務 
【一律対象】 

教員、保育士など、こどもと常に接する職種 
【対象か否かを現場で判断】 

事務職員、送迎バスの運転手など、こどもと継続的に接する可能性がある職種 
 

3. 教職課程への影響（特に教育実習） 

この法律は、教員・保育士などの従事者だけに適用されるのではなく、教職課程のように、教育

現場に実際に入って実習・体験活動等を行う学生にも適用されます。ですので、教育実習を行おう

とする皆さんにも直接的に影響するものです。 
特に教育実習においては、実習計画で次の予定がある場合には、実習前に皆さんの「特定性犯罪」

に関する確認をする必要が出てきます。 
・実習計画で児童等（高校生以下の生徒、児童を指します。）と一対一になることが予定されてい

る場合。 
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・実習期間が長期で、支配性・継続性・閉鎖性があると判断される場合。 
なお、以下の場合は確認が不要となりますが、その最終判断は、実習校でなされます。 
・実習計画で一対一を避けることが明記されている。 
・実習施設でも一対一を避け、指導教員の監督下で実施される。 

 
4. 「特定性犯罪歴」が確認された場合の対応 

「特定性犯罪歴」が確認された場合には、次のような措置が講じられます。 

なおこのことは、入学前に申告があった場合でも、同様な対応となります。 

・教育実習が実施できなくなり、教員免許状の取得ができなくなります。 

・本学では該当はありませんが、教育実習が卒業要件に含まれている場合には、卒業ができない

可能性があります。 

 
5. 大学等で行う（予定の）対応 

成蹊大学では、この法律への対応として、次のことを行っていきます。 
（１）入学を志願される方に、ホームページによる周知を行います。 

①法律の内容について 

②教育実習前に「特定性犯罪」に関する確認があることについて 

③教育実習ができなくなった場合、教員免許状が取得できなくなることについて 

（２）成蹊大学に入学後、教職課程を履修しようとする皆さんに対しては、原則として 2 年次

の教職課程登録時に以下のことをお願いすることになります。 
①法律の内容の周知 

②（これに該当しない旨の）同意書、誓約書の提出 

 

6. その他 

この法律については、教職課程のみならず、民間教育事業での業務や、インターンシップやボラ

ンティア活動などにおいて、児童等と一対一となる状況となり得る場合があります。その場合には、

事業者による「特定性犯罪」に関する確認が行われる可能性があることをご承知おきください。 
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「合理的配慮」について 

1. 合理的配慮とは 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」）（2016年 4月施
行）では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱

い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合には「合理的配慮の提供」を求める

ことなどを通じて、誰もが共に学び、生活できる「共生社会」の実現を目指しています。同法の改

正（2024年 4月 1日施行）により、私立大学においても、「合理的配慮の提供」が義務化されまし
た。 
合理的配慮とは「障害のある学生が、障害のない学生と平等に教育を受ける権利を確保するため

に、大学が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」を指します。 
心身の機能に何らかの制限や特性があることで、多くの学生向けに提示された学習方法や大学

環境では、うまく学べない状況（障がい）が生じることがあります。この多数派向けに作られた「社

会的障壁（設備、慣行、ルール等）」を合理的配慮（個別の変更・調整）で取り除き、障がいのあ

る学生の学ぶ権利を保障します。 
本学では、「成蹊大学障がい学生支援に関する基本方針」「障がい学生等支援実施に関するガイド

ライン」を定め、これに基づき合理的配慮の妥当性について判断した上で、必要な合理的配慮を実

施しています。基本方針、ガイドラインについては、成蹊大学のホームページに掲載しています。

https://www.seikei.ac.jp/university/campuslife/shien.html 
合理的配慮を希望することは、特別なことではなく、学生としての正当な権利です。教職課程を

履修する皆さんにも、この趣旨を理解したうえで、安心して教職課程における学びに臨んでほしい

と願っています。 
 

2. 教育実習で合理的配慮を希望する場合 

教職課程における教育実習は、大学の授業の一環として位置づけられており、授業科目として履

修され、単位認定は大学が行います。そのため、本学において合理的配慮を受けている学生が、教

育実習に際して合理的配慮を希望することは、正当な権利として保障されています。 
教育実習において合理的配慮が必要な場合には、学生本人の同意のもと、教職課程センターおよ

び学生サポートセンター等の関係部署が連携し、本学で実施している支援内容について、実習先の

中学校または高等学校と事前に情報を共有し、合理的配慮が適切に提供されるよう協議・調整を行

います。 
したがって、教育実習で合理的配慮を希望する場合には、できるだけ早めに（可能であれば、３

年次に行う教育実習申請時）教職課程センターに申し出てください。 
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「「佛教大学通信教育課程」での学修による 
小学校 2 種免許状取得課程併修プログラム」 

 

1. 併修プログラムについて 

小学校の教員免許状取得には、原則として教員養成を主たる目的とする学科（教育学部、教育学

科など）で学修しなければならず、教員養成学科を持たない本学の学生が、小学校の教員免許状（以

下「小学校免許」といいます。）を取得するには、卒業後に小学校免許が取得できる大学の通信教育

課程に入学し、教育実習も含めて単位を修得していくことが一般的です。 
成蹊大学で教職課程を履修する皆さんの中にも、小学校で教えたいという方がいらっしゃるかと

思いますし、過去にも在学中から小学校免許を取得したい、という問合せも受けていました。 
深刻な教員不足が問題視されている状況の中、本学としましても、成蹊大学で教職課程を履修し

教員採用をめざしている人に対し、進路選択の幅を広げられることはないか、を検討した結果、2026
年度から、本学学生が在学中に小学校免許も取得できるようにと、京都府にある佛教大学教育学部

教育学科の通信教育課程と教育協定を結び、「併修プログラム」を実施することとなりました。 
佛教大学は、関西圏でははじめての通信教育課程を 1953 年に開設した、通信教育課程では歴史
と伝統がある大学です。教職課程の通信教育課程にも長年の実績と定評があります。 
この併修プログラムは、成蹊大学の学部学科のカリキュラムと教職課程を履修しながら受講する

こととなり、かつ、佛教大学には所定の学費を納入して受講することになりますので、学修面でも

経済的な面でも負担が大きいものとなります。けれども、卒業後に一定の期間を費やさなければ取

得できなかった小学校免許が、成蹊大学卒業時に取得できることで、卒業後の進路選択の幅が増え

ますし、各自治体の教員採用試験においても「小中共通」枠での採用にも応募しやすくなります。 
 

2. 受講の条件 

このプログラムを受講するには、次の条件を満たす必要があります。 
（１）受講開始時（４月）の学年が、２年次または３年次であること。 
（２）教職課程を履修し、卒業時に中学校または高等学校の教員免許状を取得すること。 
（３）成蹊大学で「介護等の体験」を行うこと。 
このほか、将来的に小学校教諭の職に就く意思があり、各都道府県または私学の採用試験を受験

することを考えていることが望まれます。 

詳細については、後期（12月予定）に説明会を開催いたしますので、希望される方は、参加して
ください。 

 
■佛教大学通信教育課程について 
佛教大学は、1868 年に設置された仏教講究機関を起源とし、1912 年に開学されて以来、仏教精神を基
盤に社会貢献できる人材の育成に努めてきています。通信教育課程は 1953 年に開設され、現在では全国
最大規模の 6学部 11学科を設置しています。特に、50年以上にわたる教員養成実績が強みであり、幼稚
園、小・中・高等学校、特別支援学校など、19種類の教員免許状を取得することができます。さらに、保
育士、社会福祉士、図書館司書など、9種類の資格も取得可能であり、過去 10年間で 8,000名以上が教員
免許状や資格を取得した実績があります。 
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